
日
清
戦
後
の
地
方
制
度
改
革

一
府
県
制
郡
制
改
正
を
め
ぐ
る
政
党
と
官
僚
i

飯

塚

一

幸

日清戦後の地方制度改革（飯塚）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

羅
二
翻
謹
翻
鰯
繍
蒲
難
蘇
働
聴
講
軸
簾
燗
鍵
肋
譲
四
四
縫
諺
癒
ゼ
蹴
鰻
…

ら
府
県
制
照
照
に
至
る
地
方
制
度
の
全
面
改
革
プ
ラ
ン
が
浮
上
す
る
。
こ
の
内
府
県
制
は
、
最
初
の
政
党
内
閣
で
あ
る
第
一
次
大
隈
重
信
内
閣
に
お
い
て
　
へ

翻嚇

ﾀ
難
麺
墜
縫
鞭
編
慰
服
矯
耀
勲
購
制
総
踊
霧
磯
饗
藪
穆
穫
藷
胤
蟹

制
は
、
第
一
次
大
隈
内
閣
に
（
4
卜
い
て
廃
止
法
律
案
が
作
成
さ
れ
た
が
内
閣
崩
壊
で
流
産
し
、
結
局
府
県
制
と
属
時
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か

・
・
の
郡
制
廃
止
構
馨
・
里
宮
の
綴
霧
大
番
よ
る
地
方
制
度
改
革
懲
の
原
型
を
な
支
注
早
べ
き
内
尾
・
た
の
で
あ
覧
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
九
巻
一
号
　
【
九
九
穴
年
一
月
　
　
酔

　
　
…
ー
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
ー
ー
ー
ー
ー
）
ー
ー
ー
；
一
’
一
～
～
…
一
〉
一
～
～
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
～
一
…
ー
ー
ー
彦
星
ー
…
、
～
ー
ー
ー
’
一
r
…
…
　
　
　
　
　
一
へ

は
　
じ
　
め
　
に

一
八
九
〇
（
明
治
二
　
二
）
年
に
公
布
さ
れ
た
府
県
制
郡
制
は
、
九
年
後
の
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
一
部
に
未
施
行
府
県
を
残
し
た
ま
ま
早

く
も
全
面
改
正
と
な
っ
た
。
府
県
舞
舞
制
は
、
爆
風
議
員
・
府
県
会
議
員
の
選
出
に
つ
い
て
郡
民
の
直
接
選
挙
で
は
な
く
複
選
法
を
規
定
し
て

い
た
。
つ
ま
り
府
県
会
議
員
は
、
市
で
は
市
会
議
員
及
び
市
参
事
会
員
、
郡
で
は
郡
会
議
員
及
び
郡
参
事
会
員
が
選
ぶ
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

郡
会
議
員
に
つ
い
て
は
四
分
の
三
を
郡
内
町
村
会
が
選
出
し
、
残
り
四
分
の
一
は
地
価
一
万
円
以
上
の
土
地
を
所
有
す
る
大
地
主
の
互
選
に
よ

1



る
と
さ
れ
て
い
た
。
府
県
制
脇
窯
は
、
こ
う
し
た
複
選
法
や
大
地
主
特
権
制
等
の
規
定
か
ら
、
地
主
の
地
方
政
治
へ
の
参
加
を
認
め
官
選
の
府

県
知
事
・
郡
長
に
よ
る
地
方
行
政
を
補
完
さ
せ
る
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
改
正
府
県
制
郡
制
は
、
制
定
当
初
か
ら
民
党
に
よ
る
批
判
の
強
か
っ
た
こ
れ
ら
複
選
法
や
大
地
主
特
権
制
を
廃
止
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
の
改
正
は
政
党
勢
力
へ
の
対
抗
と
官
僚
の
独
自
性
確
保
を
狙
っ
た
修
正
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
改
正
に
お
け
る
山
県
有

朋
な
い
し
は
山
県
系
官
僚
の
主
導
性
を
強
調
す
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
で
府
県
制
郡
制
の
改
正
が
、
第
二
次
山
県
内
閣
と
憲
政
党
と
の
提
携
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

係
を
維
持
す
る
た
め
に
憲
政
党
へ
の
妥
協
と
し
て
行
わ
れ
た
点
を
重
視
し
た
り
、
日
清
戦
後
の
産
業
資
本
確
立
に
伴
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

治
的
進
出
へ
の
対
応
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
改
正
府
県
制
郡
制
の
性
格
規
定
を
め
ぐ
る
右
の
議
論
は
、
そ
の
立
法
過
程
を
本
格
的
に
検
討
し
な
い
ま
ま
行
わ
れ
て
き
た
と
言
っ

て
よ
い
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
第
一
に
、
村
共
同
体
が
明
治
国
家
の
支
配
を
底
辺
で
支
え
る
役
割
を
一
貫
し
て
果
し
た
と
す
る
理
解
か
ら
、
明

治
地
方
自
治
制
研
究
が
市
制
町
村
欄
の
成
立
及
び
そ
の
施
行
を
主
な
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
府
県
制
郡
調
の
成
立
過
程
に
対

　
　
　
　
　
　
④

す
る
関
心
は
薄
く
、
そ
の
改
正
経
過
に
至
っ
て
は
研
究
史
上
の
空
白
と
言
っ
て
も
よ
い
状
況
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
要
因
と

し
て
は
、
初
期
議
会
に
お
け
る
藩
閥
政
府
と
民
党
と
の
対
抗
関
係
の
一
つ
と
し
て
府
県
制
郡
調
改
正
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
た
め
に
、

両
者
の
問
で
争
点
と
な
っ
た
複
選
法
と
大
地
主
特
権
制
の
廃
止
の
み
に
関
心
が
集
中
し
た
点
も
見
逃
せ
な
い
。
内
務
省
に
よ
る
「
地
方
行
政
の

　
　
　
　
⑤

機
能
的
分
析
」
の
必
要
性
が
説
か
れ
な
が
ら
、
そ
の
根
幹
を
な
す
府
県
制
郡
制
の
改
正
を
総
体
と
し
て
分
析
す
る
動
機
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
日
清
戦
後
に
お
け
る
政
党
の
地
方
自
治
論
・
地
方
制
度
改
革
構
想
も
独
自
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
民
権
派
以
来
の
議
事
機
関

の
権
限
拡
張
論
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
も
の
と
漠
然
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
改
正
府
県
制
郡
調
の
立
法
経
過
の
大
枠
と
改
正
耶
蘇
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
第
一
の
課
題
と
す
る
。
そ
し
て
第
二
に
、

政
党
と
内
務
官
僚
の
地
方
制
度
改
革
構
想
に
お
け
る
一
致
点
と
相
違
点
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
両
者
の
改
正
へ
の
関
与
の
度
合
い
を
検
討
す
る
。

そ
の
上
で
第
三
の
課
題
と
し
て
、
府
県
制
郡
制
改
正
案
の
作
成
中
に
浮
上
し
た
郡
制
廃
止
講
想
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
、
原
敬
内
務
大
臣
時

2　（2）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

代
の
郡
制
廃
止
と
市
舗
町
村
制
改
正
を
合
わ
せ
た
地
方
制
度
改
革
構
想
と
の
関
係
を
問
い
た
い
。

①
石
田
雄
『
近
代
日
本
政
治
構
造
の
研
究
』
（
未
来
社
、
一
九
五
六
年
）
一
一
九

　
～
一
二
〇
頁
、
三
谷
太
一
郎
『
日
本
政
党
政
治
の
形
成
』
（
吏
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
六
七
年
）
七
七
頁
、
山
田
公
平
『
近
代
日
本
の
国
民
国
家
と
地
方
自
治
』
（
名

　
古
屋
大
学
墨
版
会
、
一
九
九
一
年
）
五
〇
六
～
五
〇
八
頁
、
大
島
美
津
子
『
明
治

　
国
家
と
地
域
社
会
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
圏
年
）
二
六
六
～
二
六
七
頁
。
も
ち

　
ろ
ん
由
田
・
大
島
も
、
政
党
へ
の
譲
歩
、
都
市
商
工
業
者
へ
の
政
治
的
権
利
の
付

　
与
と
い
っ
た
点
へ
の
配
慮
も
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
大
島
美
津
子
「
第
二
次

　
山
県
内
閣
」
（
林
茂
・
辻
清
明
編
『
日
本
内
閣
史
録
』
第
一
巻
、
第
一
法
規
、
　
一

　
九
八
一
年
）
三
二
八
～
三
二
九
頁
。

②
　
升
咲
躍
準
之
舳
助
『
国
本
政
党
史
弧
醐
』
第
二
耶
螢
（
東
山
承
大
学
偽
版
ム
写
、
一
九
六
六
年
）

　
三
二
一
頁
、
中
村
政
則
「
天
皇
制
国
家
と
地
方
支
配
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本

　
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
騰
史
』
8
近
代
2
、
東
京
大
学
臨
版
会
、
一
九
八
五
年
）

　
七
五
頁
、
伊
藤
之
雄
「
立
憲
政
友
会
創
立
期
の
議
会
一
差
一
二
回
帝
国
議
会
～

　
第
一
五
回
帝
国
議
会
一
」
　
（
内
田
健
三
・
金
原
左
門
・
古
屋
哲
夫
編
『
同
本
議

　
会
史
録
』
1
、
第
一
法
規
、
一
九
九
一
年
）
二
五
一
～
二
五
二
頁
。

③
た
と
え
ば
山
中
永
之
佑
監
修
、
山
中
永
之
佑
・
中
尾
敏
充
・
白
石
玲
子
・
居
石

　
正
和
・
飯
塚
一
幸
・
奥
村
弘
・
三
阪
佳
弘
・
中
野
目
徹
・
馬
場
義
弘
・
住
友
陽
文

　
・
古
田
愛
車
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
（
弘

　
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
の
「
〔
解
題
〕
日
本
近
代
圏
家
の
成
立
と
地
方
自
治
制
」

　
（
山
中
永
之
佑
執
筆
）
二
九
～
三
〇
頁
。

④
　
府
県
制
郡
制
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
近
年
新
た
な
解
明
が
進
み
つ
つ
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
安
藤
陽
子
「
山
県
内
相
の
欧
州
視
察
と
府
県
制
・
郡
制
草
案
の
編
纂

　
聞
題
」
（
『
中
央
史
学
』
第
八
号
、
一
九
八
五
年
）
、
長
井
純
一
「
山
県
有
朋
と
地

　
方
自
治
舗
度
確
立
事
業
i
明
治
2
1
年
の
洋
行
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
史
学
雑

　
誌
』
籠
＝
○
○
編
…
第
四
号
、
　
一
九
九
一
年
）
、
葺
石
正
和
「
盟
治
地
方
制
度
の
成

　
立
と
そ
の
特
徴
（
一
）
－
府
県
制
の
成
立
過
程
を
中
心
に
一
」
・
同
「
明
治

　
地
方
制
度
の
成
立
と
そ
の
特
徴
（
二
）
ー
モ
ッ
セ
の
自
治
論
を
中
心
に
i
」

　
（
『
島
大
法
学
』
第
三
八
巻
第
「
号
・
第
四
号
、
一
九
九
四
・
九
五
年
）
。

⑤
大
島
美
津
子
前
掲
書
X
頁
。

⑥
　
本
稿
で
利
用
し
た
史
料
の
多
く
は
、
前
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集

　
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
の
編
纂
過
程
で
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

日清戦後の地方制度改革（飯塚）

第
一
章
　
府
県
制
全
文
改
正
案
作
成
に
着
手
す
る
ま
で
の
経
過

第
【
節
　
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
と
地
方
制
度
改
革

　
第
一
議
会
か
ら
第
一
〇
議
会
ま
で
の
衆
議
院
議
員
提
出
府
県
制
憲
制
改
正
法
律
案
を
ま
と
め
た
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
衆
議
院
側
は
府
県

制
郡
制
公
布
後
そ
の
改
正
に
は
常
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
衆
議
院
で
の
郡
制
改
正
運
動
に
つ
い
て
は
、
①
郡
長
公
選
、
②
複
選
法
の
廃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

止
、
③
大
地
主
特
権
制
の
廃
止
、
の
三
つ
を
柱
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（3）3



蓑1　衆議院議員堤出府県糊郡制改正法域案一覧

会議 件 名 鍵　出　者（所属会派） t 審　議　結　果

1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8
9
9
9
9
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1

郡制改正法律案

郡鋼改正法律案

郡制改正法案

府県制改正法案

郡捌改正法案

府県制改正法案

府県制修正法案

郡制改正法案

府県制改正法案

郡制改正法律案

府県希理改正法律案

郡制改正法律案

郡制改正法律案

府県制改正法律案

府県欄改正法律案

郡制改正法律案

府県制改正法律案

郡綱改正法律案

府県制改正法律案

郡綱改正法律案

府県鋤改正法律案

府県制改正法律案

郡制改正法律案

府県制改正法律案

郡制改正法律案

府照制改正法緯案

郡制改正法律案

府簸制改正法律案

府県制改疋法律案

郡制改正法律案

森東一郎（弥生倶楽部）

弼上（弥生倶楽部）

工藤行幹外4名（弥生倶楽部）

朝長慎三外4名（弥生倶楽部）

工藤行幹外2名（弥生倶楽部）

朝長慎三外3名（弥生倶楽部）

天埜伊左衛門外8名（中央倶楽部）

工藤行幹外2名（弥生倶楽部）

朝長慎三外2名（弥生倶楽部）

工藤行幹外1名（同志倶楽部）

朝長慎三外3名（醐志倶楽部）

加藤六蔵外2名（同志倶楽部）

立入奇一外2名（議員集会所）

松島廉作外2名（無所属）

斎藤斐外2名（無所属）

EEi艇吉クlr　5名（自由党）

同上（自由党）

福田久松外3名く立憲改進党）

同上（立憲改進党）

田艇吉外4名（自由党）

同上（自由党）

村上芳太郎外4名（立憲改進党）

工藤行幹（立憲革漸党）

同上（立憲革漸党）

多田作兵衛外6名（自由党）

同上（自由党）

西村真太郎外7名（進歩党）

橋本久太郎外7名（進歩党）

工藤行幹外7名（進歩党）

問上（進歩党）

衆可決・貴審議未了

途中撤回

衆審議未了

衆審議未了

衆審議未了

衆否決

途中撤回

衆審議未了

衆審議未了

衆審議未了

衆審議未了

衆審議未了

衆審議朱了

衆審議未了

衆…蕃議未了

衆審議未了

衆審議未了

衆審議来了

衆審議未了

衆修正可決・貴審議未了

衆修正可決・貴審議未了

衆議決不要

衆議決不要

衆議決不要

衆修iE可決・貴否：決

衆修正可決・貴審議未了

衆議決不要

衆議決不要

衆膨正可決・貴否決

衆修正可決・貴否決

注．解帝霞議会衆議院議事速記録3・ぎ帝国議会貴族院議事速記録』（東京大学出版会）より作成。

　
こ
れ
に
対
し
、
内
務
省
が
何

時
ご
ろ
か
ら
府
県
制
郡
綱
の
全

面
改
正
を
目
指
し
条
文
作
成
に

着
手
し
た
の
か
、
現
在
ま
で
の

研
究
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

し
か
し
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）

年
四
月
一
七
日
開
催
の
地
方
長

　
　
②

官
会
議
に
出
さ
れ
た
音
心
見
書
を

ま
と
め
た
と
推
定
さ
れ
る
「
府

県
捌
郡
制
　
府
県
知
事
意
見
要

③領
し
な
る
印
刷
物
が
残
っ
て
い

る
。
府
県
調
郡
糊
公
布
後
早
く

も
三
年
に
し
て
内
務
省
内
で
は

改
正
を
視
野
に
入
れ
た
調
査
を

閉
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中

に
は
、
町
村
会
議
員
選
挙
へ
の

政
党
の
介
入
を
招
く
因
を
複
選

法
に
求
め
、
府
県
会
議
員
・
郡

会
議
員
の
複
選
怯
廃
止
を
主
張

4　（4）



属清戦後の地方制度改革（飯塚）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
意
見
（
大
分
県
・
高
知
県
）
、
府
県
会
へ
の
議
案
を
事
前
に
内
務
省
に
提
出
す
る
制
度
の
廃
止
等
地
方
長
官
の
地
位
強
化
を
提
案
す
る
意
見

（
和
歌
山
県
・
由
梨
県
）
、
内
務
省
書
記
官
通
牒
と
行
政
裁
判
所
判
決
の
相
違
点
の
解
消
を
求
め
た
意
見
（
大
阪
府
．
愛
知
県
）
な
ど
、
注
目
す
べ
き

内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
意
見
集
約
に
止
ま
り
、
内
務
省
に
よ
る
改
正
案
の
作
成
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
い
ま
だ
本
格

的
な
改
正
作
業
が
始
ま
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

　
そ
の
後
第
二
次
伊
藤
内
閣
末
期
、
府
県
捌
郡
制
改
正
へ
向
け
局
面
が
大
き
く
動
い
た
。
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
一
二
月
五
日
付
伊
藤
博
文

宛
伊
東
巳
代
治
書
簡
中
で
、
自
由
党
と
の
提
携
問
題
の
成
り
行
き
が
左
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
其
内
地
方
制
度
問
題
は
、
先
9
来
内
務
省
と
直
接
引
合
候
様
申
付
鏡
銑
処
、
例
之
復
選
論
還
し
く
叶
議
不
相
整
由
、
是
は
御
帰
京
之
上
な
ら
て
は
到
底
落
着

　
　
無
難
束
、
夫
迄
打
捨
置
可
然
と
林
へ
も
内
々
申
罪
悪
候
。
今
日
之
時
勢
早
々
た
る
法
律
問
題
に
屑
々
論
談
ず
る
は
各
地
選
挙
区
之
所
望
に
有
之
間
敷
、
自
由

　
　
党
も
今
少
し
宏
量
を
示
し
候
方
可
然
と
諄
々
申
含
候
次
第
に
有
之
候
。
河
野
広
申
も
明
後
日
よ
り
京
都
之
大
会
に
赴
候
由
、
帰
京
後
書
再
会
を
約
し
置
候
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
に
而
是
も
法
律
論
に
は
余
り
熱
心
に
も
不
潔
見
受
候
へ
と
も
、
旧
来
之
行
纒
よ
り
多
少
申
訳
下
之
措
澱
を
不
施
て
は
不
梢
済
と
の
内
意
に
被
見
受
申
候
。

　
こ
れ
よ
り
先
第
九
議
会
召
集
を
前
に
し
た
同
年
一
一
月
二
二
日
、
慮
由
党
は
代
議
士
総
会
を
開
き
伊
藤
内
閣
と
の
提
携
を
「
嘗
萎
£
し
て
い

た
。
こ
の
史
料
は
、
「
宜
言
」
以
後
も
伊
東
巳
代
治
を
窓
口
と
す
る
自
由
党
と
伊
藤
内
閣
と
の
提
携
交
渉
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
自
由
党
側
が
地
方
制
度
の
改
正
、
と
り
わ
け
複
選
法
の
廃
止
を
条
件
の
一
つ
と
し
て
持
ち
出
し
た
の
に
対
し
、
伊
藤
内
閣
側
の
交
渉
役
傍

東
巳
代
治
が
法
律
問
題
に
こ
だ
わ
る
こ
と
の
無
意
味
を
自
由
党
側
に
説
き
つ
つ
も
、
地
方
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
自
由
党
に
内
務
省
と
直
接
話

し
合
う
よ
う
促
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
内
務
省
県
治
局
長
江
木
千
之
は
、
「
自
分
も
政
党
の
領
袖
と
話
合
を
し
て
見
た
ら
よ
か
ら
う
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

先
輩
か
ら
注
意
せ
ら
る
』
の
で
、
自
由
党
の
領
袖
松
田
正
久
等
と
密
に
会
っ
て
話
合
っ
た
こ
と
も
あ
る
」
と
回
想
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
こ
の

時
の
こ
と
か
は
定
か
で
な
い
。
と
も
か
く
自
由
党
・
政
府
間
の
交
渉
は
実
際
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
郡
制
に
つ
い
て
は
、
第
九
議
会
衆
議
院

郡
制
改
正
法
律
案
特
別
委
員
長
多
田
作
兵
衛
が
「
本
案
ノ
大
体
心
外
キ
マ
シ
テ
ハ
政
府
ハ
是
マ
デ
年
々
不
同
意
ヲ
唱
ヘ
テ
居
り
マ
シ
タ
、
所
謂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

大
地
馬
料
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
複
選
ヲ
直
接
選
挙
ト
ス
ル
事
、
是
等
ノ
事
二
戸
モ
不
同
意
ヲ
称
ヘ
テ
居
り
マ
シ
タ
ガ
、
本
年
一
楽
大
体
二
就
イ
テ
同
　
5



　
　
　
⑦

意
ヲ
表
シ
」
た
と
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
地
主
制
の
廃
止
と
複
選
法
の
廃
止
が
合
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
右
の
合
意
は
、
松
岡
康
毅
次
官
・
江
木
千
之
県
治
局
長
・
都
筑
馨
六
土
木
局
長
ら
内
務
官
僚
の
反
対
で
反
古
に
さ
れ
、
自
由
党
は
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

昂
し
衆
議
院
委
員
会
は
紛
糾
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
そ
の
後
野
村
靖
内
務
大
臣
の
辞
任
、
江
木
の
茨
城
県
知
事
へ
の
転
任
、
都
筑
の
辞
職
へ
と

　
　
　
　
　
⑨

発
展
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
江
木
自
身
も
大
地
主
制
の
弊
害
に
つ
い
て
は
認
め
て
お
り
、
「
町
村
会
議
員
の
や
う
に
、
一
級
選
挙
二
級
選
挙
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

云
ふ
様
な
等
級
選
挙
に
し
て
大
地
主
の
欄
を
廃
し
た
ら
よ
か
ら
う
」
と
の
考
え
を
抱
い
て
い
た
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
前
年
の
第
八
議
会
に
提
案
さ
れ
た
郡
制
改
正
法
律
案
は
、
委
員
会
審
議
の
過
程
で
「
第
一
ノ
改
革
マ
デ
ハ
郡
長
ノ
選
挙
ハ
修
正
ノ
通
（
郡
長

　
　
　
　
　
⑪

歯
牙
－
飯
塚
）
」
と
な
り
、
あ
く
ま
で
も
郡
長
公
選
を
主
張
す
る
人
々
と
の
間
に
亀
裂
が
生
じ
、
本
節
冒
頭
で
指
摘
し
た
三
点
の
改
正
を
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

的
要
求
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
乱
撃
改
正
運
動
に
分
裂
の
兆
候
が
見
え
始
め
て
い
た
。
こ
れ
を
承
け
て
第
九
議
会
へ
自
由
党
が
提
出
し
た
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

欄
改
正
法
律
案
は
、
当
初
か
ら
郡
長
公
選
規
定
が
削
除
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
法
案
は
結
局
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
経

緯
に
つ
い
て
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
三
月
二
五
日
付
伊
藤
博
文
宛
伊
東
巳
代
治
書
簡
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
御
承
知
の
如
く
会
期
も
最
早
閉
日
限
り
と
相
成
、
数
多
の
政
府
案
一
濾
千
里
の
猛
勢
を
以
て
通
過
藩
候
へ
と
も
、
自
由
党
の
通
過
を
希
望
致
居
候
郡
制
及
選

　
　
挙
法
改
正
案
は
、
共
に
貴
族
院
に
於
て
握
殺
せ
ら
れ
候
場
合
に
逢
遇
し
、
是
迄
政
府
と
提
携
し
た
る
の
実
挙
ら
ず
と
て
、
非
難
を
試
み
候
も
の
に
対
し
て
も
、

　
　
右
二
条
は
唯
一
の
押
道
具
と
好
学
居
候
処
、
刻
下
の
有
様
困
却
の
至
に
候
。
…
…
就
て
は
今
日
の
場
合
に
相
達
し
候
て
は
、
案
の
成
立
と
否
と
は
敢
て
問
ふ

　
　
所
に
無
之
候
へ
と
も
、
兎
に
角
本
議
に
上
り
た
る
上
否
決
せ
ら
る
る
事
に
致
度
。
郡
制
丈
け
は
僅
に
閣
朝
委
員
長
よ
り
否
決
の
報
告
を
提
出
す
る
迄
に
相
運

　
　
　
⑭

　
　
び
候
。

　
以
上
の
よ
う
に
第
二
次
伊
藤
内
閣
末
期
、
郡
制
改
正
運
動
の
蹉
つ
の
柱
の
内
、
①
に
つ
い
て
は
衆
議
院
側
が
そ
の
要
求
を
取
り
下
げ
、
②
・

③
に
つ
い
て
は
藩
閥
政
府
側
の
譲
歩
と
い
う
形
で
決
着
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
の
で
は
あ
る
が
、
な
お
内
務
官
僚
・
貴
族
院
の
反
発
が
強
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

郡
制
改
正
が
実
現
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
九
議
会
後
、
自
由
党
の
板
垣
退
助
総
理
が
内
務
大
臣
と
し
て
第
二
次
伊
藤
内
閣
に
入
閣
し
、
内
務
省
県
治
局
長
に
同
じ
く
自
由
党
員
の
三
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H清戦後の地方舗度改革（飯塚）

崎
亀
之
助
が
就
任
し
た
。
こ
の
体
制
の
下
で
地
方
制
度
改
正
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
事
を
示
す
史
料
が
、
次
の
千
家
尊
福
埼
玉
県
知
事
宛
三

崎
亀
之
助
県
治
局
長
書
簡
で
あ
る
。

　
　
拝
啓
現
行
地
方
制
度
二
関
シ
テ
ハ
改
正
ヲ
要
ス
ル
ノ
点
砂
シ
ト
セ
ス
此
等
ハ
昌
下
当
局
戸
外
テ
審
議
中
二
属
ス
ル
ヲ
以
テ
他
霊
智
ハ
内
務
大
臣
ヨ
リ
各
位
二

　
　
対
シ
テ
諮
問
セ
ラ
ル
・
モ
ノ
ア
ル
ヘ
シ
ト
錐
差
懸
リ
別
紙
所
掲
ノ
諸
点
二
関
シ
御
意
見
承
知
致
翻
弄
糊
付
御
帰
庁
ノ
後
書
爾
ヲ
以
テ
小
官
迄
御
意
見
御
由
－
越

　
　
相
成
度
此
段
申
進
候
也

　
　
　
　
開
治
二
十
九
年
五
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
崎
県
治
局
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
千
家
埼
玉
県
知
事
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

埼
玉
県
知
事
か
ら
の
回
答
は
同
年
七
月
三
日
付
で
、
愛
媛
県
知
事
か
ら
の
回
答
も
同
年
七
月
三
〇
日
付
で
行
わ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
七
月
か
ら

八
月
に
か
け
て
各
府
県
知
事
か
ら
の
回
答
が
内
務
省
に
集
約
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
第
二
次
伊
藤
内
閣
が
退
陣
に
追
い
込

ま
れ
、
こ
の
時
の
改
正
案
作
成
作
業
は
実
を
結
ば
ず
に
終
わ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
第
二
次
松
方
正
義
内
閣
と
地
方
制
度
改
革

　
第
二
次
伊
藤
内
閣
崩
壊
後
の
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
九
月
、
第
二
次
松
方
内
閣
が
成
立
し
た
。
第
工
次
松
方
内
閣
の
府
県
制
郡
潮
改
正
に

対
す
る
考
え
方
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
〇
議
会
に
お
い
て
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
「
府
県
制
改
正
法
律
案
」
・
「
郡
制
改
正
法
律
案
」

に
関
す
る
委
員
会
で
の
論
議
が
あ
る
。
内
務
次
官
中
村
元
雄
は
こ
の
席
で
次
の
よ
う
に
述
べ
、
②
複
選
法
の
廃
止
、
③
大
地
愚
智
の
廃
止
に
つ

い
て
は
改
正
に
応
じ
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
。

　
　
習
ヨ
リ
此
委
員
会
二
於
キ
マ
シ
テ
、
三
崎
政
府
委
員
（
県
治
局
長
－
飯
塚
）
・
リ
響
・
致
シ
マ
シ
タ
ル
如
・
、
蕎
要
求
ノ
思
葉
・
外
・
、
郡
長
公
ω

　
　
選
ノ
コ
ト
ハ
、
絶
対
的
同
意
ハ
出
来
ヌ
ガ
、
石
ノ
御
交
渉
ノ
大
地
主
廃
止
、
複
選
法
廃
止
ノ
飛
騨
ノ
コ
ト
ハ
、
今
日
絶
対
的
御
同
意
ヲ
致
サ
ヌ
ト
云
フ
訳
デ
　
7



　
　
　
⑱

　
　
ハ
ナ
ィ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

そ
の
上
で
中
村
は
、
府
県
制
に
つ
い
て
は
現
在
府
県
知
事
か
ら
も
意
見
を
く
み
上
げ
て
・
取
り
調
べ
中
で
あ
る
が
、
未
だ
府
県
調
郡
制
共
に
未
施
　
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

行
府
県
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
「
慎
重
論
調
査
ヲ
遂
ゲ
タ
上
デ
、
他
急
進
デ
政
府
カ
ラ
此
改
正
案
ヲ
出
ス
時
機
モ
来
ル
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
」
と

の
見
解
を
表
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
衆
議
院
側
は
、
「
昨
年
二
於
テ
郡
長
公
選
ハ
政
府
ノ
三
二
譲
ヅ
勲
爵
ラ
、
当
年
モ
其
点
ハ
政
府
が
同
意
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

出
来
ヌ
ナ
ラ
先
ヅ
譲
ル
ト
シ
テ
モ
宜
シ
イ
ガ
、
他
ノ
ニ
点
ハ
是
非
共
同
意
ヲ
得
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
第
一
〇
議
会

に
工
藤
行
幹
が
提
出
し
た
「
郡
制
改
正
法
律
案
」
は
、
　
「
第
五
十
一
条
　
郡
畏
及
助
役
ハ
有
給
吏
員
ト
シ
郡
会
之
ヲ
選
挙
シ
其
ノ
任
期
ハ
四
年

　
　
　
　
⑳

ト
ス
（
以
下
略
）
」
と
い
う
郡
長
公
選
規
定
を
含
ん
で
い
た
が
、
衆
議
院
は
前
議
会
と
同
じ
く
そ
の
審
議
の
中
で
郡
長
公
選
論
を
取
り
下
げ
た
の

で
あ
る
。
郡
長
公
選
論
は
、
住
民
の
費
用
負
担
で
運
用
さ
れ
る
地
域
団
体
の
執
行
機
関
の
長
は
住
民
が
選
出
し
雇
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

理
念
に
立
つ
主
張
で
あ
る
。
郡
制
改
革
運
動
の
三
つ
の
柱
の
中
で
は
最
も
中
心
的
・
原
理
的
課
題
で
あ
っ
て
、
反
対
に
政
府
に
と
っ
て
は
受
け

入
れ
が
た
い
修
正
で
あ
っ
た
。
第
二
次
松
方
内
閣
は
、
直
ち
に
府
県
制
郡
綱
の
改
正
に
応
じ
る
こ
と
に
は
難
色
を
示
し
た
も
の
の
、
衆
議
院
側

が
自
ら
郡
長
公
選
論
を
要
求
内
容
か
ら
は
ず
し
た
こ
と
に
よ
り
、
政
府
と
政
党
間
で
合
意
に
達
し
地
方
制
度
改
正
を
実
現
す
る
条
件
が
大
き
く

広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
〇
議
会
に
工
藤
行
幹
外
七
名
が
提
案
し
た
「
府
県
制
改
正
法
律
案
」
は
、
章
編
成
の
上
で
も
従
来
の
政
党
案
か
ら
変
化
を
見
せ
政
府
側

に
一
歩
近
付
い
て
い
る
。
前
年
の
第
九
議
会
に
多
田
作
兵
衛
外
六
名
が
提
出
し
た
「
府
県
制
改
正
法
律
案
」
・
「
蛮
風
改
正
法
律
案
」
は
、
「
第

三
章
　
第
一
款
　
府
県
参
事
会
及
府
県
吏
員
委
員
ノ
組
織
選
任
　
第
二
款
　
野
比
参
事
会
並
二
府
県
吏
員
ノ
職
務
権
限
及
庶
務
規
定
」
・
「
第
三

章
　
郡
行
政
　
第
一
款
　
郡
参
事
会
郡
吏
員
及
委
員
ノ
組
織
選
任
　
第
二
款
　
郡
参
事
会
並
二
郡
吏
員
ノ
職
務
権
限
及
庶
務
規
定
　
第
三
款

　
　
　
　
㊧

給
料
及
給
与
」
と
い
う
具
合
に
、
議
決
機
関
で
あ
る
参
事
会
と
執
行
機
関
で
あ
る
吏
員
・
委
員
を
同
一
の
章
で
扱
う
編
成
を
と
っ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
先
の
工
藤
行
幹
三
七
名
提
出
「
府
県
制
改
正
法
律
案
」
は
、
参
事
会
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
、
吏
員
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
規
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
、
両
者
を
分
け
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
も
と
も
と
府
県
綱
郡
制
鋼
定
の
過
程
で
、
そ
の
第
一
次
案
と
も
言
う
べ
き
一
八
八
八



日清戦後の地方欄度改革（飯塚）

（
明
治
二
一
）
年
八
月
二
八
日
付
「
地
方
制
度
編
纂
委
員
会
案
」
、
及
び
そ
れ
を
基
に
同
年
九
月
二
六
日
閣
議
の
了
承
を
得
た
「
内
閣
原
案
」
は
、

参
事
会
を
「
第
三
章
　
府
県
行
政
」
の
中
に
規
定
し
執
行
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
、
幅
広
い
権
限
を
与
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
修
正

に
よ
っ
て
、
参
事
会
は
執
行
機
関
と
し
て
の
性
格
を
否
定
さ
れ
議
事
機
関
に
純
化
し
た
は
ず
で
は
あ
っ
た
が
、
結
局
参
事
会
を
府
県
行
政
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笛

で
扱
う
と
い
う
章
編
成
に
変
化
が
な
い
ま
ま
府
県
制
は
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
法
制
官
僚
水
野
遵
で
さ
え
、
府

県
制
が
行
政
機
関
の
組
織
に
つ
い
て
知
事
の
独
任
制
を
採
用
し
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
　
「
府
県
参
事
会
な
る
も
の
は
自
治
団
体
の
行
政
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
す
」
と
断
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
も
参
事
会
が
執
行
機
関
な
の
か
議
事
機
関
な
の
か
解
釈
に
曖
昧
さ
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第

一
〇
議
会
の
工
藤
行
幹
翰
墨
名
提
出
「
府
県
欄
改
正
法
律
案
」
は
、
政
党
の
側
も
参
事
会
の
性
格
規
定
を
め
ぐ
る
右
の
暖
昧
さ
を
払
拭
し
、
政

府
と
同
じ
く
議
事
機
関
と
し
て
認
識
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
第
九
議
会
の
多
田
作
兵
衛
外
六
名
提
出
「
府
県
制
改
正
法
律
案
」
が
、
年
来
の
政
党
側
の
主
張
に
沿
っ
て
府
県
会
に
府
県
条
例
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

規
則
を
設
け
る
権
限
を
定
め
て
い
た
の
に
対
し
、
第
一
〇
議
会
の
工
藤
行
実
里
芋
名
提
出
［
府
県
欄
改
正
法
律
案
扁
で
は
こ
の
規
定
を
削
除
し

　
　
㊧

て
い
る
点
も
、
政
府
側
と
の
接
点
の
拡
大
と
考
え
ら
れ
重
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
村
内
務
次
官
が
答
弁
の
中
で
現
在
各
府
県
知
事
に
諮
問
中
で
あ
る
旨
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
二
次
松
方
内
閣

成
立
直
後
の
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
一
〇
月
二
三
艮
、
三
崎
興
治
局
長
名
で
各
知
事
宛
に
「
地
方
行
政
上
ノ
得
失
二
関
シ
」
意
見
を
上
申
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
よ
う
に
と
命
じ
た
通
牒
秘
甲
第
一
七
五
号
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
上
申
を
ま
と
め
た
も
の
が
棄
京
都
公
文
書
館
蔵
『
地
方
官
意
見
　
知

事
官
房
』
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
二
関
ス
ル
意
見
　
府
県
綱
二
関
ス
ル
意
見
　
市
制
町
村
制
二
関
ス
ル
意
見
　
自
制
二
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ス
ル
意
見
」
と
い
う
表
題
の
つ
い
た
活
版
の
冊
子
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
冊
子
に
は
、
い
ず
れ
も
熊
本
県
に
よ
る
「
府
県
合
併
二
関
ス

ル
事
」
・
「
町
村
ノ
区
域
ヲ
広
大
ナ
ラ
シ
ム
ル
事
」
・
「
郡
制
ヲ
廃
止
ス
ル
事
」
、
以
上
三
件
の
上
申
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
熊
本
県
知
事

は
松
平
正
直
で
あ
る
。
上
申
の
趣
旨
は
、
七
百
戸
を
目
安
に
町
村
合
併
を
行
う
事
に
よ
っ
て
公
共
事
業
の
振
興
を
図
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
郡
を

現
行
の
半
数
程
度
に
ま
で
減
ら
し
、
　
「
郡
ヲ
以
テ
従
前
ノ
如
ク
単
純
ナ
ル
行
政
区
画
ト
為
シ
郡
長
局
一
方
二
於
テ
ハ
町
村
ノ
監
督
官
ト
シ
更
二

9　（9）



国
ノ
行
政
及
ヒ
府
県
ノ
行
政
上
知
事
ノ
命
令
ヲ
町
村
二
伝
達
執
行
ス
ル
ノ
地
位
二
立
タ
シ
メ
郡
役
所
ヲ
以
テ
恰
モ
府
県
ノ
出
張
所
ノ
如
ク
ス

⑳ル
」
。
そ
の
上
で
、
府
県
合
併
を
実
施
し
て
全
国
を
二
五
の
行
政
区
画
に
区
分
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
緊
急
廃
止
と
町
村
合
併
．
府
県
合

併
が
セ
ッ
ト
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
上
申
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
ま
た
郡
制
廃
止
後
は
、
簾
越
営
造
物
を
郡
内
総
町
村
の
組
合
の
管
理
に
移
す

提
案
も
含
ま
れ
て
お
り
興
味
深
い
。
松
平
の
上
申
は
内
務
官
僚
に
よ
る
郡
制
廃
止
論
の
書
置
と
見
て
よ
い
。
し
か
も
上
申
直
後
の
一
八
九
六
年

一
一
月
二
一
日
、
松
平
正
直
は
内
務
次
官
へ
と
転
じ
る
。
内
務
省
内
の
有
力
な
意
見
と
し
て
郡
制
廃
止
論
が
存
在
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
改
正
内
容
の
点
で
政
府
と
衆
議
院
と
の
距
離
が
大
き
く
縮
ま
っ
た
状
況
変
化
を
踏
ま
え
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
六
月
二
日
の
地
方
長
官

会
議
に
お
い
て
樺
山
実
紀
内
務
大
臣
は
、
「
現
行
の
地
方
制
度
は
数
年
来
の
実
験
に
依
り
往
々
其
欠
点
あ
る
事
を
発
見
し
た
る
に
よ
り
、
本
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
煽
て
は
之
が
調
査
を
為
し
、
早
晩
改
正
を
為
さ
ん
と
欲
す
。
」
と
の
演
説
を
行
っ
た
。
第
二
次
松
方
内
閣
は
地
方
制
度
の
全
文
改
正
へ
向
け

た
作
業
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
ゆ

10　（10）

①
　
宮
本
憲
一
「
郡
制
廃
止
と
町
村
合
併
」
（
島
恭
彦
編
『
町
村
合
併
と
畏
村
の
変

　
貌
』
有
斐
閣
、
　
一
九
五
八
年
）
　
一
〇
一
二
～
一
〇
五
頁
。
他
に
改
正
要
求
の
主
要
項

　
目
と
し
て
、
郡
へ
の
条
例
制
定
権
の
付
与
、
郡
参
事
会
の
権
限
拡
張
、
郡
組
合
規

　
定
の
追
加
が
あ
る
。

②
　
地
方
長
官
会
議
に
つ
い
て
は
、
竹
永
三
男
「
地
方
長
官
会
議
に
関
す
る
覚
書
」

　
（
宮
川
秀
一
編
『
臼
蓋
史
に
お
け
る
国
家
と
社
会
』
思
文
閣
出
版
、
　
一
九
九
二

　
年
）
、
岡
「
近
代
日
本
に
お
け
る
中
央
・
地
方
・
地
域
一
地
方
長
官
会
議
、
岡

　
郷
会
・
同
郷
人
雑
誌
を
素
材
と
し
て
一
」
　
（
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記
念
会
編

　
『
臼
本
社
会
の
史
的
構
造
』
近
世
・
近
代
、
露
文
閣
繊
版
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

③
　
滋
賀
県
庁
蔵
『
滋
賀
県
行
政
文
書
』
明
治
お
1
5
4
「
知
窮
会
議
」
所
収
。
三
冊

　
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
奈
良
県
立
図
書
館
蔵
『
奈
良
県
行
政
文
題
口
』
明
二
七
i

　
一
－
七
「
長
官
会
議
」
に
は
、
こ
れ
と
は
瀦
に
一
八
九
六
年
の
地
方
長
官
会
議
に

　
提
繊
さ
れ
た
意
見
を
収
録
し
た
印
刷
物
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

④
　
当
時
の
大
分
県
知
事
は
岩
綺
小
二
郎
、
高
知
県
知
事
は
石
田
英
脊
で
あ
る
。

⑤
　
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
『
俳
藤
博
文
関
係
文
書
』
一
（
塙
書
房
、
一
九

　
七
三
年
）
一
二
三
八
頁
。

⑥
　
江
木
千
之
翁
経
歴
談
刊
行
会
編
『
江
木
千
之
翁
経
歴
談
』
上
巻
（
一
九
三
三
年
）

　
一
九
潤
頁
。

⑦
　
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
1
1
、
第
九
回
議
会
下
（
東
京
大
学
出
版
会
）

　
六
五
＝
貝
。
政
府
委
員
松
岡
康
毅
内
務
次
官
は
衆
議
院
委
員
会
に
お
け
る
政
府
の

　
態
度
に
つ
い
て
、
　
「
内
務
大
臣
が
委
員
席
へ
出
マ
シ
テ
第
一
二
郡
長
公
選
ト
云
フ

　
コ
ト
ハ
絶
対
的
反
対
、
徹
頭
垂
尾
同
意
が
出
来
ナ
イ
後
ト
ノ
ニ
ツ
（
大
地
主
制
と

　
複
選
制
の
廃
止
－
飯
塚
）
ハ
同
意
ヲ
ス
ル
」
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る

　
（
『
帝
國
議
会
貴
族
院
議
事
速
詑
録
』
1
1
、
第
九
回
議
会
下
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
六
七
五
～
六
七
六
頁
）
。

⑧
　
原
蛮
一
郎
編
『
原
敬
日
記
』
第
二
巻
（
福
村
出
版
、
一
九
八
一
年
）
一
八
九
六
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年
二
月
三
塁
参
照
。

⑨
　
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
升
味
準
之
幼
前
掲
書
二
六
五
頁
参
照
。

⑩
　
前
掲
『
江
木
千
之
翁
経
歴
談
』
上
巻
、
　
一
九
六
頁
。
ま
た
一
八
九
六
年
号
月
一

　
日
付
伊
藤
博
文
宛
野
村
靖
書
簡
に
は
、
　
「
複
選
法
廃
止
誰
其
代
用
法
に
付
而
は
巳

　
に
御
掘
談
い
た
し
置
候
薬
」
（
伊
藤
博
文
関
係
文
欝
研
究
会
編
『
伊
藤
博
文
関
係

　
文
書
』
六
、
塙
書
房
、
一
九
七
八
年
、
三
六
九
頁
）
と
あ
り
、
辞
任
す
る
直
前
で

　
あ
っ
た
野
村
が
、
俳
藤
と
の
間
で
府
県
会
・
郡
会
議
員
の
複
選
法
廃
止
と
そ
の
後

　
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
何
ら
か
の
合
意
に
達
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

＠
『
帝
魍
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
9
、
第
八
圓
議
会
下
、
五
九
七
頁
。
な
お
、

　
第
八
議
会
へ
向
け
た
自
由
党
の
党
大
会
決
定
の
中
に
郡
制
改
正
が
あ
る
（
『
自
由

　
党
党
派
』
第
八
三
丹
、
一
八
九
五
年
四
月
二
五
日
）
。

⑫
　
第
九
議
会
の
郡
制
改
正
法
律
案
特
劉
委
員
長
多
田
作
兵
衛
は
、
郡
長
公
選
規
定

　
を
溺
除
し
た
理
由
に
つ
い
て
「
議
場
ノ
通
過
、
貴
族
院
ノ
通
過
、
政
府
ノ
同
意
ガ

　
ム
ヅ
カ
シ
イ
」
点
を
挙
げ
て
い
る
（
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
1
1
、
第

　
九
回
議
会
下
、
六
五
二
買
）
。
衆
議
院
内
に
も
正
長
公
選
慎
重
論
が
根
強
か
っ
た

　
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
宮
本
憲
一
前
掲
論
文
で
は
、
語
長
公
選
要
求
の
削
除
に
よ

　
る
郡
制
改
正
運
動
の
分
裂
を
、
第
一
〇
議
会
に
工
藤
行
幹
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
郡

　
制
改
正
法
律
案
」
の
委
員
会
審
議
の
圏
点
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
兆
候
は
日
清

　
戦
争
平
尾
の
第
八
議
会
に
ま
で
遡
れ
る
。

⑬
　
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
1
0
、
第
九
囲
議
会
上
、
　
一
四
七
～
一
五
二

　
頁
。

⑭
　
升
味
準
之
助
前
掲
書
二
六
四
頁
。
一
八
九
六
年
酋
漏
三
一
日
付
山
県
省
朋
宛
清

　
浦
薄
野
書
簡
も
、
「
貴
族
院
は
第
九
議
会
の
終
に
臨
み
、
郡
制
改
正
案
は
、
政
府

　
が
自
由
党
の
歓
心
を
求
む
る
沈
め
に
同
意
を
表
し
た
る
の
痕
跡
あ
り
し
を
以
て
、

　
全
会
｝
致
を
以
て
否
決
し
た
る
程
の
情
態
」
（
徳
窟
蘇
峰
編
述
『
公
蒔
山
県
有
朋

　
伝
』
下
巻
、
原
書
房
、
一
九
六
九
年
、
二
八
三
頁
）
と
報
じ
て
い
る
。

⑮
　
第
九
議
会
で
の
郡
制
改
正
を
め
ぐ
る
伊
藤
・
井
上
馨
、
自
由
党
、
山
県
有
朋
を

　
中
心
に
結
集
を
始
め
た
官
僚
層
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
之
雄
「
第
二
次
伊
藤

　
内
閣
期
の
政
党
と
藩
閥
官
僚
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
一
一
三
号
、

　
一
九
九
二
年
目
第
四
章
1
参
照
。

⑯
埼
玉
県
文
書
館
蔵
『
埼
玉
県
行
政
文
書
』
明
二
〇
五
九
…
二
三
所
収
。
前
掲

　
『
近
代
厨
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
に
一
八
九
六
年
1
0

　
番
資
料
と
し
て
収
録
。

⑰
東
京
都
公
文
書
館
蔵
『
地
方
官
意
見
知
事
官
憲
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
衆

　
議
院
議
員
選
挙
法
二
関
ス
ル
意
見
　
府
県
制
二
二
ス
ル
意
見
　
市
制
町
村
制
二
関

　
ス
ル
意
見
郡
鰯
二
関
ス
ル
意
見
」
と
い
う
冊
子
に
、
愛
媛
県
か
ら
の
意
見
と
し

　
て
「
県
治
局
長
ノ
照
会
二
対
シ
明
治
廿
九
年
七
月
三
十
日
意
見
申
出
」
と
あ
る
。

⑱
⑲
　
『
帝
呂
幽
勤
談
ム
答
衆
議
院
委
員
ム
四
議
録
』
明
治
篇
9
（
東
京
大
学
出
版
会
）
一
六
一
二

　
頁
。

⑳
　
同
委
貝
会
で
の
委
員
長
中
島
又
五
郎
の
発
言
。
同
右
書
一
六
三
頁
。

⑳
　

『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
皿
、
鱒
弟
一
〇
門
葉
議
A
5
、
　
一
山
入
漁
百
ハ
。

⑫
　
地
方
自
治
体
の
首
長
の
正
当
性
を
こ
う
し
た
主
張
か
ら
切
り
離
す
し
か
け
と
し

　
て
名
誉
職
制
が
採
用
さ
れ
た
と
す
る
、
奥
村
弘
「
公
民
権
・
名
誉
職
制
・
等
級
選

　
挙
制
一
地
域
社
会
編
成
か
ら
み
た
明
治
憲
法
体
綱
－
」
（
『
人
文
学
報
』
第
六

　
七
号
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。
ま
た
國
会
開
設
以
前
の
郡
長
公
選
要
求
に
つ
い
て

　
は
、
海
野
福
寿
・
渡
辺
隆
喜
「
明
治
国
家
と
地
方
虜
治
」
（
『
大
系
日
本
園
家
史
臨

　
4
近
代
1
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
中
の
「
一
　
自
由
民
権
運
動
と

　
地
方
自
治
論
」
（
渡
辺
執
筆
）
、
居
石
正
和
「
三
新
…
法
体
制
期
一
の
府
県
ム
四
舗
度
－

　
府
県
会
の
予
算
議
定
権
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
同
志
社
法
学
』
三
五
巻
四
号
、

　
一
九
八
四
年
）
、
同
「
薄
鼠
会
規
則
第
七
条
（
建
議
潅
）
改
正
問
題
を
め
ぐ
っ
て

　
一
我
が
国
に
お
け
る
『
法
治
国
』
の
形
成
i
」
（
『
法
簡
史
研
究
』
三
八
号
、

　
「
九
八
九
年
）
参
照
。

⑬
　
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
1
0
、
第
九
回
議
会
上
、
　
一
四
九
～
一
五
〇

　
百
ハ
及
び
一
五
六
～
一
五
七
百
ハ
。

II　（11）



＠
　
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
1
2
、
第
一
〇
園
議
会
、
四
七
～
四
九
頁
。

　
た
だ
し
依
然
と
し
て
工
藤
行
幹
外
卿
名
提
出
「
鴨
南
改
正
法
律
案
」
の
方
は
、
従

　
来
通
り
両
者
が
局
じ
く
「
第
三
章
　
郡
行
政
」
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
る
。

⑯
　
参
事
会
を
執
行
機
関
と
す
る
「
地
方
制
度
編
纂
委
員
会
案
」
・
「
内
閣
原
案
」
へ

　
の
井
上
毅
の
批
判
、
彼
の
主
導
に
よ
る
法
制
局
内
で
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
坂
井

　
雄
吉
「
明
治
地
方
制
度
と
ブ
ラ
ソ
ス
ー
井
上
毅
の
立
法
意
見
を
手
が
か
り
と
し

　
て
一
」
（
日
本
政
治
学
会
編
『
近
代
日
本
政
治
に
お
け
る
中
央
と
地
方
』
岩
波

　
書
店
、
　
一
九
八
五
年
）
参
照
。

⑯
　
水
野
遵
講
述
『
府
県
擶
郡
制
講
義
曝
図
入
～
八
三
頁
。
水
野
は
～
八
五
〇
（
嘉

　
永
三
）
年
名
古
屋
生
ま
れ
。
一
八
九
〇
年
当
時
、
法
制
局
参
事
宮
兼
書
記
官
。

⑳
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
1
0
、
第
九
國
議
会
上
、
一
五
三
頁
。

⑱
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
1
2
、
第
一
〇
園
議
会
、
四
凶
～
五
一
頁
。

　
た
だ
し
、
工
藤
曲
行
幹
外
　
七
一
提
出
「
郡
捌
改
正
法
律
案
」
の
方
は
、
従
来
通
り
郡

　
会
に
郡
条
例
・
規
剣
の
鱗
定
権
を
認
め
て
い
る
（
同
前
書
一
五
九
～
一
六
六
頁
）
。

⑳
　
山
口
県
文
書
館
蔵
『
山
口
照
田
文
醤
』
戦
前
A
総
務
脳
「
行
政
事
務
整
理
意
冤

　
書
し
所
収
。
上
申
の
提
出
期
限
は
一
管
刀
一
五
日
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
　
こ
の
冊
子
に
よ
る
と
、
府
…
県
制
に
関
す
ろ
意
見
と
し
て
複
選
法
の
可
否
に
つ
い

　
て
触
れ
て
い
る
の
は
、
廃
止
説
の
大
分
県
（
山
田
為
喧
知
審
）
と
維
持
説
の
福
井

　
県
（
荒
川
邦
蔵
知
事
）
の
み
で
あ
る
。
全
く
意
見
を
上
申
し
て
い
な
い
府
娯
が
多

　
く
、
金
側
と
し
て
改
正
意
見
が
低
調
な
の
は
、
豊
年
五
月
の
県
治
局
か
ら
の
諮
問

　
に
対
し
各
府
県
か
ら
の
答
申
が
内
務
省
に
提
出
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
前
掲
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
二
関
ス
ル
意
晃
　
府
県
制
二
関
ス
ル
意
見
　
市
制

　
町
村
制
二
百
四
ス
ル
｛
隙
目
湘
　
郡
一
睡
二
関
ス
ル
黙
泓
町
兄
」
三
五
一
貫
。

＠
　
こ
の
点
を
い
ち
早
く
指
摘
し
た
の
が
、
小
路
田
泰
直
『
日
本
近
代
都
市
史
研
究

　
序
説
』
（
柏
懲
房
、
一
九
九
一
年
）
一
六
七
～
コ
ハ
八
頁
で
あ
る
。

⑱
　
大
愚
会
編
『
内
．
務
省
史
』
第
四
巻
（
出
田
房
、
一
九
七
一
年
）
三
三
四
頁
。

12　（12）

第
二
章
　
府
県
制
改
正
内
務
省
案
の
形
成
過
程

　
本
章
で
は
、
内
務
省
内
で
地
方
制
度
の
全
文
改
正
作
業
に
着
手
し
た
第
天
上
松
方
正
義
内
閣
か
ら
改
正
府
県
制
郡
制
が
成
立
し
た
第
二
次
山

県
有
朋
内
閣
に
至
る
、
府
県
制
改
正
内
務
省
案
の
変
遷
を
概
観
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
最
も
基
本
的
な
史
料
と
な
る
の
が
、
早
稲
田
大
学
蔵
『
大
隈
文
書
』
A
一
二
六
一
九
「
府
県
欄
改
正
ノ
件
」
で
あ
る
。
「
府
県
制
改
正
ノ
件
」

に
は
、
　
（
1
）
内
務
省
が
内
務
大
臣
名
で
府
県
制
改
正
案
の
議
会
提
出
を
目
指
し
閣
議
を
要
請
し
た
閣
議
論
議
書
草
案
で
あ
る
「
府
県
制
改
正

ノ
件
」
、
（
2
）
第
二
次
山
県
内
閣
が
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
も
の
と
同
文
の
「
府
県
制
改
正
法
律
案
理
由
書
」
、
（
3
）
府
県
制
改
正
案
の
要
点

に
つ
い
て
細
部
に
わ
た
り
説
明
を
付
し
た
「
府
県
制
改
正
案
説
明
要
領
」
、
（
4
）
「
府
県
制
扁
、
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
内
（
4
）
「
府
県
調
」
が
、
改
正
へ
向
け
条
文
作
成
を
行
っ
た
最
初
の
内
務
省
案
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
府
県
制
」
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
四
〇
条
に
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
四
月
一
日
か
ら
の
施
行
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
、
第
二
次
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松
方
内
閣
時
の
内
務
省
が
、
同
年
一
二
月
二
一
日
に
召
集
さ
れ
た
第
一
一
議
会
へ
の
上
程
を
目
指
し
改
正
を
企
て
た
案
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
可

能
性
と
し
て
、
同
「
府
県
制
」
は
第
一
一
議
会
へ
の
提
出
を
目
指
し
政
党
側
が
作
成
し
た
案
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
で
考
察
す
る

よ
う
に
第
一
次
大
隈
重
信
内
閣
の
内
務
省
案
作
成
の
際
に
草
案
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
同
「
府
県
制
」
は
政
党
案
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

第
二
次
松
方
内
閣
時
の
「
内
務
省
案
漏
で
あ
る
と
断
定
し
て
お
き
た
い
。

　
「
府
県
制
改
正
ノ
件
」
所
収
の
文
書
の
内
、
（
1
）
（
3
）
は
、
共
に
冒
頭
で
「
現
行
ノ
府
県
欄
ハ
公
布
（
3
で
は
発
布
）
以
来
既
二
九
年
ノ
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

霜
ヲ
経
」
た
と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
（
1
）
の
末
尾
で
第
；
一
議
会
（
一
入
九
八
年
二
月
七
日
召
集
）
へ
の
提
出
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

（
1
）
（
3
）
は
府
県
制
郡
制
が
発
布
さ
れ
た
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
か
ら
九
年
目
に
当
た
る
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
の
作
成
で
あ
り
、

こ
こ
で
の
内
務
大
臣
は
、
第
一
次
大
隈
内
閣
の
内
務
大
臣
板
垣
退
助
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
。
（
2
）
も
心
様
に
第
一
次
大
隈
内
閣
時
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
（
4
）
「
府
県
制
」
に
施
さ
れ
て
い
る
数
多
く
の
訂
正
も
、
第
一
四
〇
条
の
施
行
期
日
が
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
三
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

日
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
次
大
隈
内
閣
の
時
に
な
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
間
違
い
な
い
。
同
内
閣
時
の
内
務
省
に
は
、
憲
政

党
か
ら
板
垣
内
務
大
臣
の
他
に
、
い
ず
れ
も
旧
自
由
党
系
か
ら
鈴
木
充
美
次
官
・
山
下
千
代
雄
野
臥
局
長
・
西
山
志
澄
警
視
総
監
・
小
倉
影
壁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

保
局
長
・
斉
藤
珪
次
秘
書
官
（
北
海
道
関
係
は
除
く
）
が
就
題
し
て
い
た
。
板
垣
内
相
は
就
任
早
々
地
方
制
度
改
正
に
強
い
意
欲
を
見
せ
、
　
一
八
九

八
年
七
月
二
六
日
に
は
訓
第
六
六
九
号
を
発
し
、
各
地
方
長
官
に
「
地
方
事
務
ヲ
簡
捷
ニ
シ
行
政
ノ
整
理
ヲ
図
ル
」
た
め
に
意
見
書
の
提
出
を

　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

求
め
て
い
る
。
ま
た
同
年
九
月
二
〇
・
二
六
ヨ
両
日
に
は
憲
政
党
政
務
調
査
局
で
地
方
制
度
改
正
を
論
じ
、
一
〇
月
四
日
に
は
政
務
調
査
局
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

議
に
鈴
木
内
務
次
官
・
井
上
友
一
内
務
省
書
記
富
が
出
席
し
て
地
方
制
度
改
正
案
を
め
ぐ
っ
て
協
議
を
行
っ
て
い
る
。
（
4
）
「
府
県
制
」
に
加

え
ら
れ
た
修
正
は
、
憲
政
党
の
意
向
を
強
く
反
映
し
て
い
る
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。

　
次
に
も
う
一
つ
の
基
本
史
料
が
、
第
二
次
山
県
内
閣
時
の
改
正
府
県
制
郡
制
関
係
の
立
法
史
料
を
収
録
し
た
、
『
公
文
類
聚
』
第
二
三
編
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

二
面
直
門
二
一
一
「
府
県
欄
郡
制
ヲ
改
正
ス
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
内
務
省
の
府
県
制
改
正
法
律
案
（
手
書
き
）
は
、
大
筋
に
お
い
て

前
述
の
（
4
）
「
府
県
糊
」
の
修
正
案
一
第
一
次
大
隈
内
閣
内
務
省
案
を
下
敷
き
と
し
、
そ
れ
に
訂
正
を
加
え
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
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こ
れ
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
現
在
我
々
は
、
『
大
隈
文
書
』
所
収
の
①
第
二
次
松
方
内
閣
時
の
「
内
務
省
案
」
（
内
務
大
臣
に
よ
る
閣
議
請
議
書

が
つ
い
て
お
ら
ず
省
内
で
の
最
終
的
合
意
が
得
ら
れ
た
か
不
明
の
た
め
括
弧
を
付
し
た
）
・
②
第
一
次
大
隈
内
閣
時
の
内
務
省
案
（
①
の
修
正
案
）
、
及
び

『
公
文
類
聚
』
所
収
の
③
第
二
次
山
県
内
閣
時
の
内
務
省
当
初
案
（
②
を
下
敷
き
と
し
若
干
修
正
を
加
え
た
案
）
・
④
第
二
次
山
県
内
閣
案
（
③
の
修

正
案
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
内
、
③
案
は
原
文
に
多
く
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
二
次
離
心
内
閣
成
立
直
後
、
政
府
と
旧
自
由
党
系
の
憲
政
党
及
び
国
民
協

会
と
の
間
に
地
方
制
度
改
正
を
め
ぐ
っ
て
交
渉
会
が
持
た
れ
た
。
そ
の
交
渉
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
憲
政
党
は
一
八
九
九
（
明
治
三
；
年
一
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

三
日
に
代
議
士
総
会
を
開
催
し
、
要
求
内
容
を
決
議
し
た
。
翌
二
四
日
と
二
五
日
の
交
渉
会
で
府
県
制
郡
制
改
正
の
要
点
が
ま
と
ま
る
が
、
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

案
が
一
月
二
六
日
に
西
郷
従
道
内
務
大
臣
か
ら
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
内
務
省
案
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
③
案
の
修
正
は
政
府
と
憲

政
党
と
の
交
渉
会
の
席
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
修
正
の
大
半
を
取
り
入
れ
て
④
案
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
第
二
次
山
県
内
閣
案
で
あ
る
④
案
も
、
憲
政
党
の
意
向
を
大
幅
に
受
け
入
れ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
改
正
府
県

制
郡
制
公
布
直
後
の
三
月
一
八
日
、
西
郷
従
道
内
務
大
臣
は
各
府
県
知
事
宛
に
秘
甲
第
七
二
号
を
発
し
、
「
地
方
長
官
ノ
意
見
並
本
省
調
査
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

資
料
等
ヲ
参
酌
シ
改
正
案
提
出
ノ
廟
議
ヲ
確
定
」
し
た
と
そ
の
経
過
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
の
一
面
の
み
を
伝
え
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。

　
次
に
以
上
四
案
の
内
容
を
比
較
し
、
第
二
次
山
県
内
閣
で
行
わ
れ
た
府
県
制
郡
制
改
正
と
憲
政
党
と
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
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①
　
前
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
に
㎝
八
九

　
九
年
2
C
資
料
と
し
て
収
録
。

②
　
同
右
書
二
八
○
頁
。

③
　
早
稲
田
大
学
大
隈
研
究
室
編
『
大
隈
文
書
目
録
』
（
一
九
五
二
年
）
で
は
、
A
…

　
二
六
一
九
全
体
を
～
八
九
八
年
の
第
｝
次
大
隈
内
閣
時
の
史
料
と
し
て
い
る
が
、

　
本
文
で
推
定
し
た
よ
う
に
、
岡
史
料
飯
収
の
「
府
県
制
」
は
第
二
次
松
方
四
閣
時

　
の
も
の
で
あ
る
。

④
　
前
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
暁
治
後
期
編
〕
二
五
六
・

　
二
五
八
頁
。

⑤
同
右
書
二
五
七
頁
。

⑥
同
右
書
二
八
○
頁
。

⑦
　
前
掲
『
内
務
省
史
』
第
四
巻
、
伊
藤
之
雄
「
日
清
戦
後
の
自
隠
蟹
の
改
革
と
星



　
亨
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
一
一
六
、
一
九
九
三
年
）
二
一
二
頁
第

　
6
蓑
に
よ
る
。

⑧
　
板
垣
退
助
「
内
務
省
所
管
事
務
に
就
て
」
（
『
憲
政
党
党
報
』
第
二
号
、
一
八
九

　
八
年
八
月
二
〇
日
）
。

⑨
　
滋
賀
県
庁
蔵
『
滋
賀
県
行
政
文
書
』
明
治
お
1
6
2
「
秘
書
編
冊
」
。

⑩
　
「
政
務
調
査
局
の
会
議
」
（
『
憲
政
党
党
報
』
第
五
号
、
一
八
九
八
年
一
〇
月
五

　
霞
）
四
〇
頁
。

⑪
　
「
政
務
調
査
局
の
会
議
」
（
『
憲
政
党
党
費
』
第
六
号
、
一
八
九
八
年
二
月
五

　
臼
）
四
四
～
四
覧
頁
。

⑫
前
掲
『
近
代
点
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
に
一
八
九

　
九
年
2
A
資
料
と
し
て
収
録
。

⑬
『
東
京
目
日
新
聞
』
一
八
九
九
年
一
月
二
四
日
付
。

⑭
同
右
一
八
九
九
年
一
月
二
六
日
付
、
嘲
”
日
刊
人
罠
職
一
八
九
九
年
一
月
二
五
～

　
二
七
日
付
。
『
日
刊
人
民
』
は
、
星
亨
系
の
新
聞
。
国
会
図
書
館
新
聞
資
料
室
蔵

　
”
、
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
利
用
し
た
。
な
お
い
ち
早
く
こ
の
交
渉
に
注
目
し
て
、
府

　
県
制
郡
織
改
正
を
憲
政
党
が
地
租
増
徴
で
妥
協
し
た
見
返
り
の
一
つ
と
結
論
付
け

　
た
論
稿
に
、
伊
藤
之
雄
前
掲
「
立
憲
政
友
会
創
立
期
の
議
会
一
第
一
二
圓
帝
国

　
議
会
～
第
一
五
回
帝
国
議
会
一
」
が
あ
る
。

⑮
　
前
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
二
四
〇
～

　
二
四
一
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
閣
議
請
議
書
「
郡
織
府
…
県
欄
改
正
ノ
件
」
の
日
付

　
け
参
照
。

⑯
　
山
口
県
文
書
館
蔵
『
山
口
県
庁
文
書
』
戦
前
A
総
務
m
「
郡
制
二
関
ス
ル
要

　
録
」
所
収
。

第
三
章
　
各
府
県
制
改
正
案
の
比
較

第
【
節
四
案
の
共
通
点

覇清戦後の地方糊度改革（飯塚）

　
蓑
2
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
①
か
ら
④
ま
で
の
四
案
を
主
要
な
項
目
毎
に
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
1
）
府
県
の
法
人
格
の
明
記
、
（
2
）

複
選
法
の
廃
止
、
（
3
）
議
員
の
任
期
、
（
4
）
府
県
会
の
定
足
数
、
（
5
）
府
県
に
よ
る
積
立
金
穀
の
設
置
・
寄
付
や
補
助
行
為
の
許
可
の
明

記
、
（
6
）
特
別
会
計
の
設
置
規
定
の
追
加
と
い
っ
た
諸
点
は
四
案
共
に
共
通
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
点
で
は
山
県
系
官
僚
と
政
党
の
間
に
対

立
は
な
い
。

　
　
（
2
）
の
複
選
法
廃
止
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
第
二
次
伊
藤
内
閣
末
期
の
自
由
党
と
の
提
携
交
渉
の
中
で
い
っ
た
ん
合
意
に
達
し

た
経
緯
が
あ
っ
た
。
第
…
三
議
会
貴
族
院
で
山
県
有
朋
首
相
は
複
選
法
廃
止
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
演
説
し
て
い
る
。

　
　
野
選
制
…
…
依
り
マ
ス
ル
ト
云
フ
ト
府
県
ム
ニ
議
員
郡
会
議
員
ノ
選
挙
二
関
ス
ル
勝
敗
ハ
、
　
｝
二
市
町
村
会
議
員
ノ
選
挙
周
壁
リ
マ
ス
ル
カ
ラ
競
争
ノ
熱
度
ハ
層
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表
2府

県
制
改
正
案
の
比
較

項
目

r
大
隈
文
書
』
A一

二
六
一
一
九
所
収

「
府
弥
山
」

第
一

次
大

隈
内

閣
内

務
省

案

府
県
の
法
人
格

複
選
制
の
廃
止

選
挙

・
被

選
挙

権

議
貴

の
定

員

議
員

の
任

期

投
票

方
法

識
会
の
定
足
数

市
部

会
郡

部
会

名
誉

職
参

事
会

員

無
断
会
の
招
集

有
給

府
県

吏
員

の
定

員

常
設

委
員

の
設

置

常
設
委
員
の
紐
織

・
選
任
・
任
期

法
人

と
明

記
瞬
左

i．
第
二
次
亟
・
懲
撚
一
次
案
陣
二
次
・
騰
閣
案

廃
止

直
接
国
税
年
額
5
円
以
上
納
入
者

入
口

70
万

人
ま

で
は

30
人

70
～

10
0
万

人
は

5
万

人
毎

に
一

人
増

力
L
1

1
00

万
人

以
上

は
7
万

人
毎

に
～

人
増

加

任
期

4年
，

2年
毎

に
半

数
改

選

連
記
記

名
投

票
，

自
書

不
能

者
は

代
書

を
認
め
る

議
員
定

員
の

半
数

以
上

条
文
に
規
定
あ
り

市
部

会
郡

部
会

の
あ

る
府

県
8名

，
他

の
県
6
名

府
県
知

事
が

招
集

，
名

誉
職

参
事

会
貴

半
数

以
上

よ
り

請
求

が
あ

り
開

山
の

理
由

あ
り
と
認
め
る
時

府
県
会

の
議

決
を

経
て

内
務

大
臣

の
許

可
を
得
る

府
県
会

の
議

決
を

経
て

内
務

大
臣

の
許

可
を
得
る

府
県

会
の

議
決

を
経

て
内

務
大

距
の

許
可

を
得
る

同
職

地
租

年
額
5円

以
上
若
し
く
は
そ
の
他
の

直
接

圏
税
無
類
5円

以
上
納
入
者
又
は
地

租
と
そ

の
他

の
直

接
園

税
合

計
5円

以
上

納
入

者

同
韻

同
左

連
記

無
記

名
，

磨
書

不
能

者
は

投
票

不
可

同
盟

設
置

及
び
組
織
権
限
等
は
勅
令
で
規
定

府
は
8名

，
県
は
6名

府
県

知
事
が
招
集
，
名
誉
職
参
事
会
員
半

数
以

上
よ

り
請

求
の

場
合

「
掘

当
の

理
由

あ
り

と
認
め
る
」
部
分
を
肖
ll除

左
：
の

規
定
を
削
除

内
務

大
臣

の
許

可
を

削
除

府
県

会
の

議
決

を
経

て
府

県
知

事
が

定
め

る

同
左

岡
左

地
租

年
額

5円
以

上
若

し
く

は
そ

の
他

の
直
接
国
税
年
額
3円

以
上
納
入
者
又

は
地
租
と
そ
の
他
の
直
接
國
税
含
計
5

円
以

上
納

入
者

勅
令

を
も

っ
て

規
定

蜜
腺

単
記
無
記
名
，
自
書
不
能
者
は
投
票
不

可同
期

設
置
は
勅
令
で
規
定

同
左

府
県

知
事

が
招

集
，

肖
1除

し
た

「
相

当
の

理
由

あ
り

と
認

め
る

」
部

分
を

復
活

同
左

府
県
会
の
議
決
を
経
て
内
務
大
臣
の
許

可
を

得
る

府
県
会
の
議
決
を
経
て
内
務
大
臣
の
許

可
を

得
た

上
で

府
県

知
事

が
定

め
る

同
左

同
左

選
挙
権
は
直
接
国
税

年
額

3円
以

上
納

入
者
，

被
選

挙
権

は
i凹

凹
税

年
額
10円

以
上
納

入
者

r大
隈

文
書

』
A一

二
六

一
九

所
収

r府
県
網
」

・
第

一
次

大
隈
内
閣
内

務
省

案
を

復
活

同
左

連
記

無
記

名
，

自
書
不

能
者

は
投

票
不

可

同
左

回
左

同
齢

同
割

同
訓

同
左

岡
左

（り一）O肖



日清戦後の地方制度改革（飯塚）
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．
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萱
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．
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恥
㊦
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母
4
遷
藩
C
浮
醤
澱
鐵
・
繋
婦
滋
・
欝

♂
鷺
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鳶
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濫
郎
ω
b
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曾
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滋
目
田
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麺
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洗
》
㊦
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蟄
憲

二二
彫

工
爵

灘
瞬

蕊
母

：璽図
爵、計

翻
餅

　
酵
・
細
訟
田
冷
気
難
『
山
農
男
爵
』
》
一
U
冴
一
詳
「
蚤
麺
謹
鐸
H
＼
奪
ト
『
珍
掻
懸
療
』
蟄
B
m
輪
融
麟
B
興
蝶
類
μ
ー
ー
「
識
殖
慧
三
論
…
量
興
臣
メ
」
％
O
紙
墨
。

　
　
一
層
高
マ
リ
来
ッ
テ
市
町
村
が
此
集
注
点
ト
縮
成
リ
マ
シ
タ
ト
云
フ
情
況
二
立
至
リ
マ
シ
タ
三
二
此
競
争
ノ
熱
度
貯
蓄
イ
テ
市
町
村
自
治
ノ
行
政
二
波
及
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
シ
マ
シ
テ
市
町
村
自
治
制
度
ノ
発
達
ヲ
害
ス
ル
ニ
立
至
ッ
タ
ト
云
フ
訳
デ
ア
リ
マ
ス

　
山
県
に
よ
れ
ば
、
改
正
府
県
制
郡
制
で
の
複
選
法
廃
止
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
町
村
会
議
員
選
挙
を
激
し
い
党
争
か
ら
切
り
離
し
、
市
町
村

を
隣
保
相
扶
の
団
体
と
し
て
維
持
す
る
と
共
に
政
党
の
伸
長
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
複
選
法
廃
止
の
立

法
趣
旨
は
、
裏
を
返
せ
ば
府
県
会
議
員
か
ら
忍
会
議
員
に
至
る
選
挙
に
つ
い
て
は
、
直
接
選
挙
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
党
の

地
方
政
界
で
の
勢
力
拡
大
を
容
認
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第
二
次
山
県
内
閣
に
よ
る
複
選
法
廃
止
も
、
第
エ
次
伊
藤
内
閣
以
来
政
党
と
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の
間
で
行
わ
れ
て
き
た
交
渉
の
延
長
上
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
元
来
政
党
側
の
複
選
法
廃
止
理
由
も
、
第
八
議
会
で
「
黒
影
改
正
法
律
案
」
の
提
案
者
多
田
作
兵
衛
（
自
由
党
）
が
、
「
一
体
町
村
ハ
一
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ノ
関
係
同
様
ノ
モ
ノ
デ
、
此
町
村
幅
下
及
ブ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
政
党
ノ
争
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
持
込
マ
ヌ
様
ニ
セ
ニ
ヤ
ナ
ラ
ヌ
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
山
県
演
説
の
趣
旨
と
似
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
改
正
に
関
わ
っ
た
一
木
喜
徳
郎
や
水
野
錬
太
郎
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
山
県
内
閣
が
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
た
政
党
側
の
論
理
を
受
け
入
れ
て
、
憲
政
党
と
の
提
携
の
一
条
件
と
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
山
県
内
閣
成
立
直
後
に

大
阪
の
藤
田
伝
三
郎
邸
で
行
わ
れ
た
憲
政
党
と
の
提
携
交
渉
で
は
、
憲
政
党
の
要
求
す
る
地
方
制
度
改
正
に
つ
い
て
山
県
内
閣
は
基
本
的
に
合

　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

蔑
し
た
。
そ
し
て
一
八
九
八
（
明
治
三
｝
）
年
一
二
月
六
日
及
び
翌
年
一
月
二
四
・
二
五
日
、
西
郷
従
道
内
相
邸
で
政
府
と
憲
政
党
・
国
民
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
の
交
渉
会
が
開
か
れ
、
そ
の
場
で
憲
政
党
の
求
め
た
郡
会
議
員
・
府
県
会
議
員
の
複
選
法
廃
止
に
政
府
が
岡
意
し
た
の
で
あ
る
。
星
尊
翰
の

新
聞
『
日
刊
人
民
』
は
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
山
県
内
閣
提
出
の
府
県
制
郡
制
改
正
案
は
「
も
と
政
府
の
提
出
に
係
る
と
錐
も
、
其
実
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

全
く
衆
議
院
の
希
望
に
一
致
し
た
る
も
の
」
と
評
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
複
選
法
廃
止
が
決
し
て
政
党
勢
力
の
抑
制
に
つ
な
が
ら
な
い
と
の
疑
問
は
、
貴
族
院
で
も
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
。
法
制
官
僚
の
一
人
山
脇

玄
は
、
改
正
府
県
制
郡
制
の
解
釈
書
の
中
で
こ
の
点
を
明
確
に
批
判
し
、
直
選
法
の
採
用
に
よ
っ
て
「
市
町
村
会
議
員
ノ
選
挙
ヲ
平
穏
ナ
ラ

シ
メ
ソ
ト
武
門
平
平
府
県
会
議
員
ノ
選
挙
二
激
烈
ナ
ル
競
争
ヲ
生
シ
郡
行
政
府
県
行
政
ヲ
シ
テ
政
党
軋
礫
ノ
焼
点
タ
ラ
シ
ム
ル
」
と
述
べ
た
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
、
「
本
制
ノ
改
正
二
讃
辞
ヲ
呈
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
」
と
公
然
と
述
べ
て
い
る
。

　
小
釣
の
財
務
に
関
す
る
（
5
）
（
6
）
は
、
い
ず
れ
も
府
県
に
よ
る
各
種
事
業
の
経
営
を
助
長
す
る
意
図
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
（
5
）
に

つ
い
て
「
府
県
制
改
正
案
説
明
要
領
」
で
は
、
　
「
改
正
案
二
於
テ
ハ
府
県
ハ
其
ノ
必
要
二
黒
シ
或
ル
特
種
ノ
事
業
仮
令
ハ
道
路
公
園
学
校
等
ノ

維
持
丁
子
救
荒
予
備
ノ
為
二
積
立
金
穀
等
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
」
で
き
る
よ
う
に
し
、
　
「
府
県
綱
二
身
テ
ハ
府
県
ハ
府
県
内
郡
市
町
村
ノ
土
木
工

事
馬
連
府
県
内
ノ
教
育
衛
生
勧
業
及
慈
善
ノ
事
業
若
ハ
営
造
物
二
対
シ
補
助
金
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
タ
ル
モ
（
府
県
制
第
六

四
条
－
飯
塚
）
其
ノ
公
共
ノ
利
益
ヲ
増
進
ス
ル
ニ
一
二
一
磨
広
汎
二
寄
付
補
助
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
許
ス
」
た
め
の
改
正
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
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⑱る
。
ま
た
（
5
）
の
背
景
に
は
、
府
県
制
と
は
異
な
っ
て
補
助
金
規
定
の
な
か
っ
た
郡
制
の
解
釈
を
め
ぐ
る
内
務
省
と
行
政
裁
判
所
の
対
立
が

あ
っ
た
こ
と
が
見
逃
せ
な
い
。
郡
費
に
よ
る
町
村
等
の
公
益
事
業
へ
の
補
助
に
つ
い
て
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
六
月
二
五
日
山
形
県
照
会

へ
の
回
答
、
一
八
九
二
年
七
月
七
日
徳
島
県
伺
へ
の
通
牒
で
補
助
で
き
る
と
し
た
内
務
省
に
対
し
、
行
政
裁
判
所
は
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
一
月
五
日
の
宣
告
で
補
助
で
き
な
い
と
の
判
決
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
5
）
　
（
6
）
と
同
様
の
条
項
は
、
衆
議
院
提
出
案
の
中
で
は
第
九
議
会
の
多
田
作
兵
衛
外
六
名
提
出
「
府
県
翻
改
正
法
律
案
」
ま
で
は
な

く
、
第
一
〇
議
会
の
工
藤
行
言
外
七
名
提
餓
「
府
県
制
改
正
法
律
案
」
に
初
め
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
や
は
り
こ
の
点
で
も
、
第
一
〇
議
会

の
府
県
舗
改
正
政
党
案
は
内
務
省
の
地
方
欄
度
改
革
構
想
に
大
き
く
近
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
改
正
項
目
は
、
日
清
戦

後
に
急
速
に
拡
大
す
る
府
県
及
び
市
町
村
の
公
益
事
業
を
調
度
的
に
支
え
る
役
割
を
果
す
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
は
府
県
制
の
改
正
動
機
の
重
要

な
一
つ
で
あ
っ
た
。

第
二
節
四
案
の
相
違
点

日漕戦後の地方制度改革（飯塚）

　
表
2
か
ら
は
四
案
の
相
違
点
も
い
く
つ
か
指
摘
し
得
る
。
こ
の
内
④
案
か
ら
②
案
に
至
る
過
程
で
修
正
さ
れ
た
第
一
点
鼠
は
、
府
県
会
議
員

の
投
票
方
法
で
あ
る
。
①
案
で
は
連
記
記
名
投
票
で
自
書
不
能
者
に
は
代
書
を
認
め
て
い
た
の
が
、
②
案
で
は
選
挙
の
公
平
を
期
す
こ
と
を
理

由
に
連
記
無
記
名
で
自
書
不
能
者
は
投
票
不
可
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
投
票
方
法
は
そ
の
後
、
③
案
で
単
記
無
詑
名
に
変
わ
っ
た
も
の
の
④
案

で
は
再
び
②
案
に
戻
っ
て
い
る
。
第
二
は
、
本
文
中
に
あ
っ
た
市
部
会
郡
部
会
に
つ
い
て
の
具
体
的
規
定
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
、
そ
の
設
置
及

び
組
織
権
限
等
は
勅
令
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
修
正
も
大
筋
で
③
・
④
案
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
伴
っ

て
名
誉
職
参
事
会
員
数
も
、
「
市
部
会
郡
部
会
ノ
ア
ル
府
県
八
名
、
他
ノ
県
六
名
」
か
ら
「
府
ハ
八
名
、
県
ハ
六
名
」
へ
と
訂
正
さ
れ
、
③
・

④
案
も
そ
れ
を
踏
襲
し
た
。
第
三
は
、
府
県
参
事
会
の
召
集
に
つ
い
て
、
名
誉
職
参
事
会
員
半
数
以
上
よ
り
請
求
の
あ
っ
た
場
合
、
相
当
の
理

由
あ
り
と
府
県
知
事
が
認
め
た
時
の
み
召
集
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
①
案
で
の
規
定
を
削
除
し
、
②
案
で
は
従
来
の
府
県
制
の
規
定
通
り
限
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定
な
し
で
召
集
す
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
修
正
は
③
・
④
案
で
は
①
案
に
復
さ
れ
、
事
実
上
参
事
会
の
召
集
は
府
県
知
事
に
一
任

さ
れ
た
。
つ
ま
り
参
事
会
の
権
限
維
持
を
狙
っ
た
政
党
側
の
思
惑
は
山
県
系
官
僚
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
第
四
点
臼
の
修
正
は
、
有
給
府
県
吏
員
の
定
員
・
常
設
委
員
の
設
置
・
常
設
委
員
の
組
織
選
任
任
期
・
府
県
事
務
の
庶
務
規
定
・
有
給
府
県

吏
員
の
給
料
額
旅
費
額
及
び
支
給
方
法
・
実
費
弁
償
額
及
び
支
給
方
法
等
の
項
目
で
、
①
案
に
あ
っ
た
内
務
大
臣
の
許
可
を
得
る
規
定
を
削
除

し
、
さ
ら
に
「
府
県
行
政
ノ
監
督
」
の
章
で
内
務
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
事
項
を
九
項
図
か
ら
五
項
目
に
減
ら
し
た
こ
と
で
あ
る
。
内
務
大
販

名
（
板
垣
退
助
）
に
よ
る
「
府
県
制
改
正
ノ
件
」
で
は
こ
の
点
に
関
し
、
「
監
督
ノ
条
規
二
関
シ
テ
ハ
従
来
内
務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
要
シ
タ
ル
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

中
蓋
ノ
主
要
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
概
ネ
之
ヲ
省
略
シ
テ
府
県
ノ
論
理
二
等
偏
す
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
一
部
府
梁
会
の
議
決
を
経
る
規
定
を
も

削
除
し
た
項
目
が
あ
り
、
決
算
に
お
い
て
も
府
県
会
の
認
定
に
付
す
の
で
は
な
く
単
に
報
告
す
れ
ば
よ
い
条
文
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
「
府
県

制
改
正
説
明
要
領
」
で
「
改
正
案
工
於
テ
ハ
其
ノ
事
ノ
軽
易
加
冠
ス
ル
モ
ノ
ハ
勅
令
ノ
規
程
ユ
依
り
府
県
行
政
二
関
シ
テ
ハ
府
県
知
事
ヲ
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

直
二
処
分
セ
シ
メ
行
政
事
務
ノ
簡
捷
ヲ
期
セ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
党
側
は
、
内
務
大
臣
の
許
可
・
監
督
事
項
の
削
減
に
努
め
つ

つ
も
、
単
純
に
府
県
会
の
地
位
の
上
昇
を
目
指
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
府
県
知
事
の
権
限
強
化
を
図
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
改
正
を
行
っ

　
　
　
　
　
　
⑭

て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
点
で
は
山
県
系
富
僚
も
同
様
で
あ
り
、
③
・
④
案
で
は
一
部
の
項
目
が
内
務
大
臣
の
許
可
事
項
に
戻
っ
て
は
い

る
が
、
②
案
で
の
訂
正
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
箇
所
も
多
く
あ
る
。
改
正
府
県
制
に
お
け
る
府
県
知
事
権
限
の
強
化
を
も
っ
て
、
政
党
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

化
傾
向
か
ら
官
僚
機
構
を
守
る
障
壁
と
し
て
行
わ
れ
た
「
文
官
任
用
令
改
正
の
精
神
と
つ
な
が
る
扁
と
す
る
の
は
早
計
に
過
ぎ
る
と
番
っ
て
よ

い
。

　
政
党
内
閣
案
が
府
県
知
事
の
権
限
強
化
を
目
論
ん
だ
背
景
に
は
、
内
務
官
僚
の
同
意
を
取
り
つ
け
よ
う
と
し
た
他
に
、
次
の
よ
う
な
事
情
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
第
二
次
松
方
内
閣
で
、
進
歩
党
の
室
孝
次
郎
（
愛
媛
県
）
・
波
多
野
伝
三
郎
（
福
弁
県
）
・
菊
池
九
郎
（
山
形
県
）

・
宗
像
政
（
埼
玉
県
）
、
国
民
倶
楽
部
の
中
村
彦
次
（
島
根
県
）
、
議
員
倶
楽
部
の
権
藤
貫
一
（
長
野
県
）
・
柏
田
諺
文
（
茨
城
県
）
、
無
所
属
の
石
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

貫
之
助
（
寓
山
県
）
と
い
っ
た
政
党
員
も
し
く
は
政
党
系
の
人
物
が
県
知
事
に
登
用
さ
れ
、
第
一
次
大
隈
内
閣
で
も
憲
政
党
員
の
、
肥
塚
龍
（
康
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京
府
）
・
菊
池
侃
二
（
大
阪
階
）
・
金
昆
稜
厳
（
富
山
県
）
・
加
藤
平
四
郎
（
静
岡
県
）
・
園
山
勇
（
長
蟹
県
）
・
志
波
三
九
郎
（
石
川
県
）
・
谷
川
尚
忠
（
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

知
県
）
・
萩
野
左
門
（
栃
木
県
）
・
草
刈
親
臨
（
群
馬
県
）
・
小
野
隆
助
（
香
川
県
）
が
地
方
長
官
の
席
を
占
め
る
と
い
う
状
況
の
成
立
で
あ
る
。
第
二

は
、
初
期
議
会
期
の
府
県
会
が
民
力
休
養
を
掲
げ
府
累
知
事
と
厳
し
く
対
立
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
日
清
戦
後
府
県
会
も
積
極
政

策
の
展
開
に
伴
い
膨
張
す
る
府
県
財
政
を
許
容
し
利
用
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
強
め
、
府
県
会
と
府
県
知
恩
の
接
近
が
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
が

　
　
⑱

あ
っ
た
。
政
党
に
と
っ
て
府
県
知
事
は
自
ら
の
利
益
を
引
き
出
す
た
め
に
協
調
す
べ
き
相
手
へ
と
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三

は
、
す
で
に
一
八
九
六
年
の
河
川
法
の
公
布
を
始
め
と
し
て
、
教
育
・
土
木
・
衛
生
・
産
業
等
の
諸
分
野
に
お
け
る
法
制
化
が
急
速
に
進
み
、

府
県
知
事
の
指
揮
命
令
権
・
監
督
権
が
及
ぶ
領
域
が
大
幅
に
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
党
・
内
務
官
僚
に
関
わ
り
な
く
府
県
知
事
の
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

強
化
の
制
度
化
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

　
第
五
の
相
違
点
は
、
①
血
膿
一
一
八
条
第
二
項
の
条
文
「
前
項
ノ
場
合
二
筋
テ
町
村
長
ノ
決
定
二
不
服
ア
ル
者
ハ
郡
参
事
会
二
訴
願
シ
其
ノ

郡
参
事
会
ノ
裁
決
二
不
服
ア
ル
者
又
ハ
郡
市
長
ノ
決
定
二
不
服
ア
ル
壷
口
府
県
参
事
会
二
訴
願
シ
其
ノ
府
県
参
事
会
ノ
裁
決
又
ハ
府
県
知
事
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

決
定
二
不
服
ア
ル
者
ハ
行
政
裁
判
所
二
出
訴
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
の
内
、
②
案
で
は
郡
参
事
会
に
関
す
る
箇
所
を
削
除
し
た
よ
う
に
、
②
案
は
郡

舗
の
存
在
を
前
提
と
せ
ず
に
作
成
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
次
大
隈
内
閣
が
早
く
も
郡
制
廃
止
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
。
な
お
、
③
・
④
案
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
論
衡
廃
止
を
考
え
て
は
い
な
い
。

　
な
お
第
六
漁
協
と
し
て
、
①
案
と
②
案
の
間
に
は
多
少
の
差
異
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
府
県
会
議
員
の
選
挙
・
被
選
挙
権
に
関
す
る

規
定
が
④
案
に
至
っ
て
大
き
く
変
化
す
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
①
案
か
ら
③
案
ま
で
は
選
挙
権
と
被
選
挙
権
が
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
④
案
で
は
両
者
が
切
り
離
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
比
較
か
ら
、
一
八
九
九
年
に
制
定
さ
れ
た
改
正
府
県
欄
の
内
容
の
多
く
は
す
で
に
第
一
次
大
隈
内
閣
の
時
に
間
ま
っ
て
い
た
こ
と
、

第
一
次
大
隈
内
閣
内
務
省
案
と
第
二
次
山
県
内
閣
案
と
の
大
き
な
差
異
は
、
a
選
挙
・
被
選
挙
権
の
納
税
資
格
、
b
郡
鰯
の
存
廃
、
c
内
務
大

臣
の
監
督
権
限
の
強
弱
、
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
内
。
に
つ
い
て
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
府
県
知
事
の
権
限
強
化
と
い
う
方
向
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で
は
両
案
と
も
一
致
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
a
に
つ
い
て
検
討
し
、
b
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

22　（22）

第
三
節
　
選
挙
被
選
挙
権
の
納
税
要
件

　
第
一
次
大
隈
内
閣
内
務
省
案
で
あ
る
②
案
で
は
、
選
挙
・
被
選
挙
権
の
納
税
要
件
を
、
地
租
年
額
五
円
以
上
若
し
く
は
そ
の
他
の
直
接
国
税

年
額
五
円
以
上
納
入
者
又
は
地
租
と
そ
の
他
の
直
接
国
税
合
計
五
円
以
上
納
入
者
、
と
定
め
て
い
る
。
前
掲
「
府
県
制
改
正
案
説
明
要
領
」
に

よ
る
と
、
そ
の
制
定
趣
旨
は
、
「
府
県
会
議
員
ノ
被
選
挙
権
ハ
現
行
法
二
於
テ
ハ
直
接
国
税
年
額
十
門
以
上
ヲ
納
ム
ル
ヲ
要
ス
ト
錐
改
正
案
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

於
テ
ハ
実
際
ノ
情
況
二
堕
ミ
且
衆
議
院
議
員
提
出
ノ
府
県
制
改
正
案
ヲ
参
酌
シ
テ
選
挙
資
格
ト
同
一
ノ
程
度
二
下
シ
タ
」
所
に
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
納
税
要
件
に
関
す
る
限
り
、
②
案
で
改
正
す
べ
き
法
令
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
太
政
官
第
一
八

号
布
告
府
県
会
規
則
第
一
三
条
の
「
府
県
ノ
議
員
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
者
ハ
満
二
十
五
歳
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
其
府
県
内
二
本
籍
ヲ
定
メ
満
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

年
以
上
住
居
シ
其
府
県
内
磁
壁
テ
地
租
拾
円
以
上
ヲ
納
ム
ル
単
二
限
ル
」
と
の
規
定
で
あ
っ
た
。
東
京
府
・
大
阪
府
・
京
都
府
・
神
奈
川
県
・

広
島
県
・
岡
山
県
・
香
川
県
の
三
府
県
県
に
上
る
府
県
制
未
施
行
府
県
で
は
、
府
県
会
規
則
に
基
づ
く
府
県
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
現

状
を
踏
ま
え
て
、
府
県
制
改
正
作
業
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
被
選
挙
資
格
を
ど
こ
ま
で
引
き
下
げ
る
か
に
つ
い
て
、
第
一
〇
議
会

の
衆
議
院
で
修
正
可
決
さ
れ
た
工
藤
行
幹
外
帯
名
提
案
に
な
る
「
府
県
欄
改
正
法
律
案
」
の
規
定
が
採
ら
れ
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
　
「
府

県
制
改
正
案
説
明
要
領
」
で
は
、
府
県
会
の
定
足
数
の
議
員
定
員
三
分
の
一
か
ら
半
数
以
上
へ
の
引
き
上
げ
、
名
誉
職
参
事
会
員
数
の
規
程
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

衆
議
院
案
を
参
酌
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

　
次
に
③
案
原
文
は
、
選
挙
・
被
選
挙
権
共
に
、
そ
の
他
の
直
接
国
税
の
納
税
要
件
が
五
円
か
ら
三
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

選
挙
権
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
地
租
納
入
要
件
も
年
額
三
円
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
単
に
「
直
接
国
税
年
額
三
円
以
上
ヲ
納
ム
ル
者
」
に
、
被

選
挙
権
に
つ
い
て
は
従
来
の
府
県
会
規
則
や
府
県
制
と
同
じ
く
直
接
国
税
一
〇
円
以
上
納
入
者
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
第

二
次
山
県
内
閣
成
立
直
後
に
地
方
制
度
改
正
を
め
ぐ
っ
て
政
府
と
憲
政
党
間
の
交
渉
会
が
持
た
れ
た
。
憲
政
党
が
そ
の
交
渉
会
に
臨
む
に
あ
た



日清戦後の地方制度改革（飯塚）

っ
て
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
一
月
二
三
日
に
開
い
た
代
議
士
総
会
で
決
議
し
条
件
と
し
た
項
目
の
一
つ
に
、
府
県
制
中
の
「
撰
被
撰
挙
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
拡
張
す
る
事
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
③
案
の
選
挙
・
被
選
挙
権
に
関
す
る
修
正
は
、
こ
の
代
議
士
総
会
決
議
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
一
月
二

四
・
二
五
日
の
政
府
と
憲
政
党
と
の
交
渉
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
選
挙
権
の
拡
大
と
被
選
挙
権
の
制
限
は
、
政
府
と
憲
政
党
間
の

妥
協
の
産
物
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。
な
お
、
選
挙
権
が
直
接
国
税
年
額
三
円
以
上
納
入
者
に
落
ち
着
い
た
背
景
と
し
て
、
地
方
制
度
改
正
と

平
行
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
、
第
二
次
山
県
内
閣
が
選
挙
権
を
拡
張
す
る
案
を
作
成
し
て
お
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

れ
と
の
権
衡
を
保
つ
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

　
さ
て
④
案
は
③
案
を
修
正
し
た
案
文
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
、
こ
れ
が
衆
議
院
に
政
府
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
被
選
挙
権
の
納
税
要
件
を

府
県
会
規
則
や
府
県
制
と
同
じ
く
直
接
国
税
一
〇
円
以
上
納
入
者
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
衆
議
院
委
員
会
の
場
で
政
府
委
員
一
木
喜
徳
郎
は
、

「
地
方
ノ
団
体
ノ
議
会
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
、
其
議
ス
ル
所
ハ
主
ト
シ
テ
経
済
ノ
コ
ト
デ
ス
カ
ラ
、
衆
議
院
議
員
ト
ハ
大
二
其
趣
ヲ
異
訓
ス
ル
所
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ア
ラ
ウ
ト
思
フ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
委
員
の
間
か
ら
は
三
円
へ
の
引
き
下
げ
説
と
五
円
へ
の
引
き
下
げ
説
の
二
案
が
出
さ
れ
た
が
、

す
で
に
憲
政
党
と
の
話
し
合
い
は
つ
い
て
お
り
、
い
ず
れ
も
賛
成
少
数
で
原
案
に
決
し
た
。

　
一
月
二
三
日
の
憲
政
党
代
議
士
総
会
で
は
、
府
県
制
の
改
正
事
項
と
し
て
さ
ら
に
「
府
県
会
議
員
を
増
員
す
る
薯
」
と
「
府
県
参
事
会
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

限
を
拡
張
す
る
事
」
を
決
議
し
た
。
表
2
の
「
議
員
の
定
員
」
の
項
を
見
る
と
、
勅
令
を
も
っ
て
規
定
す
る
③
案
か
ら
④
案
で
は
第
一
次
大
隈

内
閣
内
務
省
案
（
②
案
）
へ
復
さ
れ
、
ま
た
「
訴
願
・
訴
訟
・
和
解
へ
の
関
与
」
の
項
も
、
同
じ
く
④
案
で
は
第
一
次
大
隈
内
閣
内
務
省
思
に
戻

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
修
正
も
一
月
二
四
・
二
五
日
の
政
府
・
憲
政
党
間
の
交
渉
に
お
い
て
、
憲
政
党
の
要
求
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と

推
定
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
①
　
『
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
』
1
5
、
第
二
一
　
囲
議
会
下
、
四
七
二
頁
。
前
　
　
　
　
　
六
三
・
六
五
頁
。
一
木
喜
徳
郎
は
、
一
入
九
九
年
越
府
県
制
郡
制
改
正
当
隣
、
内

　
　
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
開
治
後
期
編
〕
二
五
穴
頁
。
　
　
　
　
　
　
務
省
参
与
官
。

　
②
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
8
、
第
七
・
八
回
議
会
上
、
二
八
頁
。
　
　
　
④
『
時
事
新
報
』
一
八
九
明
年
一
一
月
二
五
日
付
。

　
③
自
治
棚
発
布
五
十
周
年
記
念
会
編
『
自
治
座
談
（
回
顧
篇
）
』
（
一
九
三
八
年
）
　
　
　
　
⑥
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
八
九
雪
年
一
二
月
七
日
付
。
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⑥
　
『
日
刊
人
斑
』
一
八
九
九
年
一
月
二
五
日
付
。

⑦
同
右
一
八
九
九
年
二
月
ニ
ニ
冒
付
。

⑧
た
だ
、
複
選
法
廃
止
が
「
転
機
と
な
っ
て
、
選
挙
を
め
ぐ
る
行
政
訴
訟
が
八
割

　
減
に
な
」
つ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
石
川
一
三
夫
『
近
代
日
本
の
名
望
家

　
と
自
治
』
木
鐸
社
、
一
九
八
七
年
、
一
九
五
頁
）
、
町
村
会
に
限
っ
て
み
れ
ば
、

　
政
党
勢
力
の
排
除
が
な
っ
た
か
ど
う
か
は
速
断
で
き
な
い
が
、
そ
の
安
定
化
に
は

　
一
定
の
成
功
を
収
め
て
い
る
。

⑨
山
脇
玄
『
学
理
薄
絹
府
県
制
郡
制
論
』
（
一
九
〇
〇
年
）
二
〇
頁
。
山
脇
玄
は
、

　
ド
イ
ツ
留
学
後
、
太
政
窟
書
記
官
、
参
事
院
議
官
、
法
制
局
参
事
官
、
行
政
裁
判

　
所
評
定
宮
を
経
て
、
同
長
官
。

⑩
前
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
二
六
二
頁
。

⑪
　
山
口
県
文
書
館
蔵
『
山
口
県
庁
文
書
』
戦
前
A
総
務
別
「
郡
二
二
闘
ス
ル
要
録
」

　
申
の
「
郡
費
ヲ
以
テ
町
村
其
他
へ
補
助
ノ
件
内
務
省
県
治
局
長
へ
照
会
」
。

＠
　
前
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
二
五
七
翼
。

⑬
　
職
・
石
澱
篇
一
　
六
五
｝
貝
。

⑭
　
や
や
後
の
事
で
は
あ
る
が
、
　
『
日
刊
人
民
』
一
八
九
九
年
二
月
一
殴
付
は
「
地

　
方
政
治
の
振
作
」
な
る
論
説
の
中
で
、
「
殊
に
地
方
官
の
位
置
を
政
争
外
に
置
ぎ
、

　
安
し
て
其
施
設
を
な
す
を
得
せ
し
む
る
は
、
今
β
行
政
の
欄
新
を
謀
る
啄
め
幾
と

　
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑮
　
大
島
美
津
子
前
掲
需
一
一
六
七
頁
。
た
だ
し
①
案
・
②
案
共
に
、
法
制
官
僚
の
解

　
聖
書
に
お
い
て
、
　
「
旧
府
四
部
郡
判
取
於
テ
ハ
本
条
二
該
当
ス
ル
ノ
規
定
ナ
ク
薪

　
府
県
制
二
於
テ
始
メ
テ
之
ヲ
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
此
規
｛
疋
国
府
…
県
行
政
ノ

　
監
督
上
付
髭
テ
便
宜
ニ
シ
テ
且
ツ
必
要
ア
ル
ヘ
シ
ト
聡
ユ
、
此
監
督
官
庁
ノ
処
分
二

　
対
シ
テ
他
二
訴
願
又
ハ
行
政
訴
訟
ヲ
許
ス
カ
如
キ
救
済
ノ
途
ナ
キ
ニ
依
リ
或
ハ
府

　
耐
県
ノ
二
仏
個
権
…
ヲ
始
細
小
ス
ル
ノ
筑
心
ナ
シ
ト
セ
サ
ル
ナ
リ
」
（
雪
濠
孤
樹
馴
頬
外
声
冨
二
九
七

　
頁
）
と
懸
念
さ
れ
た
、
　
「
内
．
務
大
臣
ハ
桑
門
行
政
ノ
監
督
上
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
発

　
シ
処
分
ヲ
“
為
ス
ノ
旛
　
ヲ
有
ス
」
と
の
条
文
が
盛
り
込
ま
れ
、
改
正
府
…
県
鋼
第
＝
～

　
九
条
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

⑯
　
升
映
州
準
之
助
晶
嗣
掲
澄
同
二
七
六
百
ハ
。
　
な
お
、
編
△
穫
ム
器
編
『
内
務
｛
帽
ぬ
人
隔
第
一
巻

　
（
原
書
房
、
一
九
七
一
年
）
二
三
六
頁
も
参
照
。

⑰
　
伊
藤
…
之
雄
前
掲
「
日
清
戦
後
の
自
由
党
の
改
輩
－
と
星
亨
」
工
一
一
一
頁
第
6
表
に

　
よ
る
。

⑱
　
有
泉
貞
央
『
明
治
政
治
史
の
基
礎
過
程
』
（
吉
川
弘
文
館
、
～
九
八
○
年
）
。
大

　
石
嘉
一
郎
も
こ
の
点
を
捉
え
て
、
　
「
官
僚
的
統
治
に
連
繋
す
’
る
名
望
家
支
配
体
制

　
も
、
府
県
で
は
宮
僚
と
政
党
と
が
癒
着
す
る
曙
清
戦
後
経
塔
期
に
ほ
ぼ
確
立
す

　
る
」
ど
の
評
価
を
与
え
て
い
る
（
岡
「
地
方
自
治
制
の
確
立
一
行
政
村
の
定
着

　
を
中
心
と
し
て
一
」
遠
康
茂
樹
編
『
近
代
天
皇
制
の
成
立
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
八
七
年
、
四
餌
○
頁
、
の
ち
大
石
嘉
…
郎
聯
．
近
代
謡
本
の
地
方
自
治
』
東
京
大
学

　
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
に
再
録
）
。

⑲
　
こ
の
点
も
改
正
府
県
翻
郡
制
成
立
の
一
要
因
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
論
稿

　
に
、
山
中
永
之
佑
騰
日
本
近
代
国
家
と
地
方
統
治
』
（
敬
文
堂
、
　
九
九
四
年
）

　
第
一
章
第
三
節
が
あ
る
。

⑳
前
掲
『
近
代
臼
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
瓢
3
〔
明
治
後
期
編
〕
二
七
七
頁
。

②
　
同
墨
書
二
五
九
頁
。

㊤
　
山
中
永
之
佑
監
修
、
由
中
永
之
佑
・
中
尾
敏
充
・
白
石
玲
子
・
居
石
正
和
・
飯

　
塚
＝
半
・
奥
村
弘
・
馬
場
義
弘
編
『
近
代
臼
本
地
方
自
溶
立
法
資
料
集
成
撫
1

　
〔
明
治
前
期
編
〕
（
弘
文
党
、
一
九
九
一
年
）
四
二
三
頁
。

＠
舞
鶴
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
二
五
九
・

　
二
六
〇
一
員
。

＠
　
『
東
京
日
日
新
聞
』
・
『
日
刊
人
民
』
一
八
九
九
年
一
月
照
照
田
付
。

⑮
　
第
三
次
伊
藤
内
閣
か
ら
第
二
次
山
県
内
閣
に
か
け
て
の
選
挙
法
改
正
聞
題
に
つ

　
い
て
は
、
玉
繭
之
雄
前
掲
「
立
憲
政
友
会
創
立
期
の
議
会
…
…
…
籠
訟
二
回
帝
国
議

　
会
～
第
一
五
回
下
愚
談
会
…
一
偏
参
照
。
な
お
第
一
次
大
隈
内
閣
時
の
府
県
謝
改

　
正
案
作
威
に
際
し
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
と
の
釣
り
合
い
か
ら
選
挙
権
の
納
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税
要
件
を
検
討
中
で
あ
る
と
、

て
い
る
。

『
東
京
新
聞
隔
一
八
九
八
年
九
月
置
臼
玉
は
伝
え

⑱
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
』
明
治
篇
1
3
、
二
三
五
頁
。

⑫
　
『
東
京
日
日
新
聞
』
・
『
日
刊
人
民
』
一
八
九
九
年
一
月
二
四
日
付
。

第
四
章
　
郡
制
廃
止
構
想

日清戦後の地方制度改革（飯塚）

　
郡
欄
廃
止
構
想
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
憲
政
党
内
閣
の
板
壇
退
助
内
務
大
臣
が
年
来
の
民
党
の
地
方
制
度
改
革
方
針
に
た
っ
て
曲
馬
廃
止
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
講
じ
よ
う
と
し
た
が
、
内
閣
崩
壊
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
次
大
隈
内
閣
の
郡
制
廃
止
案
こ
そ
、

早
稲
田
大
学
蔵
『
大
隈
文
書
』
A
i
二
六
一
五
「
郡
綱
廃
止
二
関
ス
ル
法
律
案
並
郡
制
廃
止
後
出
参
事
会
ノ
職
務
権
限
及
郡
行
政
ノ
処
理
方
法

　
　
　
　
　
　
②

二
関
ス
ル
法
律
案
」
と
見
て
間
違
い
な
い
。
『
大
隈
文
書
』
中
に
府
県
制
改
正
案
が
存
在
す
る
　
方
で
平
戸
の
改
正
案
が
見
当
た
ら
な
い
の
は
、

そ
も
そ
も
第
一
次
大
隈
内
閣
が
郡
糊
廃
止
を
予
定
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
第
一
次
大
隈
内
閣
成
立
一
か
月
後
、
憲
政
党
総
務
委
員
の
相
談
役
と
し
て
設
置
さ
れ
た
特
別
委
員
は
、
内
記
第
一
の
政
策
課
題
と
し
た
行
政

改
革
の
具
体
策
と
し
て
「
行
政
改
革
条
碧
」
を
ま
と
め
、
総
務
委
員
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
府
県
廃
合
・
郡
長
公
選
及
び
市
町
村
長

　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
権
限
強
化
が
あ
っ
た
。
　
「
条
目
」
は
総
務
委
員
の
間
で
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
憲
政
党
内
に
帝
国
議
会
に
お
け
る
郡
綱
改

正
論
議
の
中
で
い
っ
た
ん
削
除
さ
れ
た
婦
長
公
選
論
が
再
び
浮
上
し
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
一
方
内
務
省
で
は
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
九
月
途
中
ま
で
複
選
法
か
ら
直
選
法
へ
の
転
換
と
大
地
主
特
権
制
の
廃
止
を
含
む
府
県
制
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

制
改
正
案
を
作
成
中
と
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
第
一
次
大
隈
内
閣
成
立
当
初
は
第
二
次
松
方
内
閣
時
の
地
方
制
度
改
革
構
想
を
踏
襲
し
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
九
月
二
七
日
付
の
『
東
京
新
聞
』
は
次
の
記
事
を
掲
載
し
、
内
務
省
内
で
の
郡
舗
廃
止
計
画
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。

　
　
露
地
方
制
度
の
改
正
　
内
務
省
に
達
て
は
地
方
糊
度
の
上
に
多
少
の
改
革
を
為
す
見
込
に
て
夫
々
調
査
中
の
由
な
る
が
予
て
噂
あ
り
た
る
如
く
郡
の
自
治
制

　
　
を
廃
し
従
前
の
如
く
郡
役
所
は
階
県
庁
と
町
村
役
場
の
間
に
立
ち
て
行
政
事
務
の
取
次
ぎ
を
為
す
迄
の
も
の
に
敵
め
其
他
の
府
県
制
、
町
村
制
に
は
格
別
の
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⑥

　
　
変
更
を
与
へ
ざ
る
事
に
な
る
べ
し
と
帝
通
は
云
へ
り

内
務
省
案
は
、
自
治
団
体
と
し
て
の
郡
を
廃
止
し
議
長
1
1
郡
役
所
機
構
は
残
す
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
〇
月
四
日
に
憲
政
党
政

務
調
査
局
で
開
か
れ
た
地
方
制
度
改
正
に
つ
い
て
の
協
議
の
場
に
内
務
省
側
が
郡
制
廃
止
案
を
提
出
し
議
論
が
行
わ
れ
、
江
原
素
六
・
田
口
卯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

吉
・
島
田
三
郎
等
か
ら
「
郡
は
全
く
県
の
出
張
所
同
様
と
な
」
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
内
務
省
に
入
っ
た
旧
自
由

党
系
の
人
物
が
関
わ
っ
て
作
成
し
た
郡
制
廃
止
案
で
、
憲
政
党
内
は
必
ず
し
も
ま
と
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
次
に
、
『
大
隈
文
書
』
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
法
律
案
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
郡
制
廃
止
二
関
門
ス
ル
法
律
案

　
　
明
治
二
十
三
年
五
月
法
律
晶
弟
三
十
六
号
郡
制
ハ
明
治
三
十
二
年
一
二
月
三
十
】
日
限
リ
之
ヲ
廃
止
ス

　
　
　
　
　
郡
制
廃
止
後
郡
参
事
会
ノ
職
務
権
限
並
郡
行
政
ノ
処
理
方
法
二
関
ス
ル
法
律
案

　
　
第
一
条
　
法
律
中
郡
参
事
会
ノ
職
務
権
限
二
属
ス
ル
事
項
二
関
シ
テ
ハ
追
テ
法
律
ヲ
改
正
ス
ル
マ
テ
ノ
間
命
令
ノ
定
ム
ル
所
準
依
ル

　
　
第
工
条
　
郡
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ル
事
業
習
習
ノ
財
産
営
造
物
ノ
処
理
方
法
及
之
ヲ
承
継
ス
ヘ
キ
町
村
組
合
ノ
組
織
二
付
必
要
ナ
ル
事
項
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ

　
　
　
定
ム

　
　
　
　
　
附
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
第
三
条
此
ノ
法
律
ハ
明
治
三
十
二
年
四
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

　
右
法
律
案
で
注
験
し
た
い
第
一
は
、
『
東
京
新
聞
』
が
報
じ
て
い
る
通
り
、
郡
制
の
廃
止
を
規
定
し
て
い
る
も
の
の
郡
長
一
郡
役
所
機
構
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
い
て
は
手
を
つ
け
ず
維
持
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
内
務
省
内
に
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
松
平
正
直
に
加
え

　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
船
越
衛
・
千
家
尊
福
等
の
、
郡
を
自
治
団
体
と
し
た
郡
制
の
廃
止
論
が
存
在
し
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
．
一
方
で
内
務
省
は
、
第
一

次
大
隈
内
閣
が
進
め
る
行
政
改
革
案
作
成
の
過
程
に
お
い
て
、
局
課
の
廃
止
統
合
を
含
む
整
理
プ
ラ
ン
が
浮
上
し
、
厳
し
い
局
面
に
立
た
さ
れ

　
　
⑬

て
い
た
。
板
垣
内
務
大
臣
の
下
で
ま
と
め
ら
れ
た
内
務
省
に
よ
る
郡
制
廃
止
案
は
、
政
党
年
来
の
府
県
制
郡
綱
改
正
要
求
と
内
務
官
僚
と
の
妥
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日清戦後の地方制度改革（飯塚）

協
の
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
機
構
改
革
と
そ
れ
に
伴
う
官
員
の
削
減
を
で
き
る
だ
け
避
け
、
郡
糊
廃
止
と
い
う
制
度
改
正
に
よ
っ
て
行
政
改

革
の
圧
力
を
か
わ
す
意
味
を
持
つ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
注
目
し
た
い
の
は
、
郡
の
事
業
を
受
け
継
ぐ
べ
き
組
織
と
し
て
町
村
組
合
を
想
定
し
て
い
る
第
二
条
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、

（
1
）
全
入
連
合
町
村
会
が
広
範
囲
で
成
立
し
、
し
か
も
族
生
す
る
連
合
町
村
会
を
乱
人
1
郡
役
所
の
下
に
統
轄
す
る
事
の
難
し
さ
が
、
郡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

自
治
団
体
と
す
る
郡
制
制
定
の
「
理
由
」
と
さ
れ
た
こ
と
、
（
2
）
郡
制
制
定
後
の
郡
制
未
施
行
府
県
で
は
、
全
協
連
合
町
村
会
の
系
譜
を
ひ

く
全
町
村
組
合
が
設
け
ら
れ
、
郡
会
に
代
わ
る
代
議
機
関
兼
事
業
執
行
主
体
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
、
（
3
）
そ
の
結
果
、
郡
制
施
行
後
は
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

制
と
町
村
組
合
が
地
域
社
会
に
と
っ
て
二
つ
の
選
択
肢
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
町
村
制
の
規
定
に
基
づ
く
町
村
組
合
は
、
輪
帯
に
比
し
官
僚
的
統
制
が
弱
く
、
し
か
も
大
地
主
議
員
は
存
在
せ
ず
、
郡
舗
に
は
規
定
の
な
い

条
例
の
制
定
が
町
村
欄
を
利
用
し
て
可
能
で
あ
り
、
郡
制
第
五
条
に
定
め
ら
れ
た
二
〇
名
と
い
う
郡
会
議
員
の
上
限
が
な
い
た
め
に
郡
下
全
町

村
か
ら
代
表
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
た
と
え
ば
第
八
議
会
に
お
け
る
郡
制
改
正
法
律
案
の
提
案
者
田
艇
吉
は
、
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

制
改
正
に
際
し
町
村
組
合
が
持
つ
権
限
を
盛
り
込
む
よ
う
主
張
し
て
い
る
。
政
党
勢
力
に
と
っ
て
望
ま
し
い
内
容
の
郡
制
改
正
が
実
現
し
な
い

場
合
、
郡
制
を
廃
止
し
て
町
村
組
合
へ
の
＝
黒
化
を
目
論
む
郡
制
廃
止
論
が
浮
上
す
る
可
能
性
は
す
で
に
潜
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
官
僚
の

側
も
、
一
八
九
九
年
の
貴
族
院
特
別
委
員
会
で
の
府
県
制
郡
制
改
正
審
議
に
お
け
る
「
是
マ
デ
町
村
組
合
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
デ
政
ヲ
シ
テ

居
ヅ
タ
モ
ノ
ハ
次
第
二
此
面
ノ
公
共
事
業
ニ
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
傾
キ
ニ
シ
テ
行
カ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
と
い
う
山
脇
玄
の
発
言
、
あ
る
い
は
政
府

委
員
一
木
喜
徳
郎
の
「
連
合
町
村
会
其
他
町
村
組
合
ノ
如
キ
ハ
前
向
深
野
委
員
カ
ラ
申
上
ゲ
マ
シ
タ
如
ク
協
同
団
結
ノ
精
神
二
尊
シ
イ
為
二
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

村
ノ
折
合
が
悪
ク
事
業
ノ
進
捗
が
思
ワ
シ
ク
ナ
イ
、
ソ
レ
デ
郡
ノ
団
体
が
出
来
マ
ス
ル
ト
事
業
ノ
進
捗
ノ
上
二
利
益
ガ
ア
ル
」
と
の
発
言
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
連
合
町
村
会
か
ら
転
じ
た
町
村
組
合
と
自
治
団
体
と
し
て
の
郡
を
オ
ー
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

連
合
町
村
会
・
町
村
組
合
を
推
す
政
党
と
開
会
・
郡
参
事
会
の
維
持
に
固
執
す
る
山
県
系
宮
僚
の
間
の
対
立
は
、
早
く
も
政
治
的
争
点
と
し
て

浮
か
び
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
次
丙
園
寺
内
閣
の
原
敬
内
務
大
臣
が
そ
の
実
現
を
期
し
た
、
郡
制
を
廃
止
し
な
が
ら
も
当
面
学
長
制
と
郡
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役
所
機
構
を
残
し
、
か
つ
郡
の
葉
鞘
機
能
を
受
け
継
ぐ
組
織
と
し
て
町
村
組
合
を
想
定
し
そ
れ
に
関
す
る
規
定
を
拡
充
す
る
と
い
う
郡
制
廃
止

案
の
骨
子
は
、
す
で
に
最
初
の
政
党
内
閣
で
固
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
郡
舗
廃
止
構
想
は
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
松
平
正
蔵
を
始
め
と
し
た
内
務
官
僚
及
び
歯
軸
双
方
か
ら
、
第
二
次
松
方
内
閣
か
ら
第
一
次
大

隈
内
閣
に
か
け
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
先
述
し
た
第
二
次
山
県
内
閣
成
立
直
後
に
行
わ
れ
た
政
府
と
憲
敷
党
間
の
交
渉
会
に
お
い
て
も
、
憲

政
党
は
郡
調
廃
止
も
し
く
は
薩
長
公
選
を
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
憲
政
党
内
に
も
、
「
郡
の
名
誉
職
が
政
党
の
勢
力
家
を
優
待
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
一
種
の
機
関
た
る
観
」
が
あ
り
政
党
員
の
操
縦
上
便
利
と
の
認
識
が
あ
っ
た
。
他
方
で
平
田
東
助
法
覇
局
長
官
・
安
広
伴
～
郎
内
閣
書
記
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

長
・
都
筑
馨
六
外
務
次
官
ら
山
県
系
官
僚
は
、
郡
制
馬
力
の
立
場
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
憲
政
党
は
郡
制
改
正
路
線
へ
と
転
じ
、
一
八
九

九
年
一
月
工
三
日
掛
胴
催
さ
れ
た
憲
政
党
代
議
士
総
会
で
、
一
算
に
つ
い
て
は
、
①
大
地
主
制
の
廃
止
、
②
複
選
法
の
廃
止
、
③
参
事
会
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

限
拡
張
を
求
め
る
こ
と
に
決
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
一
月
二
四
日
か
ら
二
五
臼
に
か
け
て
行
わ
れ
た
政
府
と
憲
政
党
・
国
民
協
会
交
渉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

会
で
郡
制
存
置
に
決
着
す
る
。
こ
う
し
て
ひ
と
ま
ず
郡
制
廃
止
問
題
は
封
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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①
山
田
公
平
前
掲
書
五
〇
六
頁
。
一
八
九
九
年
二
月
二
五
日
の
貴
族
院
特
溺
委
員

　
会
に
お
け
る
、
船
…
越
衛
の
「
前
ノ
内
閣
　
ノ
隣
門
二
板
垣
が
内
務
大
臣
ノ
一
町
二
十
ハ
私

　
ガ
聞
イ
タ
ノ
ミ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
此
郡
制
改
革
ユ
付
テ
烈
日
チ
府
県
ノ
出
張
所

　
ト
シ
ヤ
ウ
、
ソ
レ
デ
自
治
団
体
ヲ
半
パ
止
客
死
ウ
」
と
の
構
想
が
あ
っ
た
と
す
る

　
発
君
（
『
帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
速
記
録
』
睨
治
篇
8
、
東
京
大
学
嵐
版
会
、

　
二
四
七
頁
）
、
岡
日
の
政
府
委
員
深
野
一
ゴ
一
（
内
務
省
地
方
局
長
）
の
「
先
刻
船
越

　
男
礁
川
カ
ラ
御
尋
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
此
郡
糊
ヲ
廃
止
ス
ル
ト
云
フ
議
が
前
内
閣
時
分
ニ

　
ア
ッ
雪
嶺
ト
云
フ
御
尋
ネ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
タ
が
憂
ハ
サ
ウ
云
フ
議
論
モ
ア
ツ
タ
ノ

　
一
ア
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
ー
ア
熱
㎜
リ
此
郡
烈
刺
鷹
鷹
止
ノ
踊
載
弘
醐
ノ
起
り
ト
ー
ム
フ
モ
ノ
ハ
難
照
り
郡

　
ノ
事
粟
ト
シ
テ
ス
ル
モ
ノ
ガ
ナ
イ
、
デ
　
ノ
階
級
ヲ
止
メ
タ
方
が
却
ッ
テ
得
策
デ

　
ア
ル
ト
云
フ
詮
議
ガ
ア
ッ
タ
サ
ウ
デ
ス
」
と
の
発
言
（
同
前
書
二
四
九
頁
）
を
根

　
拠
と
し
て
い
る
。

②
前
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
隔
3
〔
明
治
後
期
編
〕
に
一
八
九

　
九
年
2
E
資
料
と
し
て
所
収
。

③
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
八
九
八
年
七
月
二
九
日
付
。
『
日
本
歴
史
大
系
』
4
近
代

　
1
（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
八
九
二
～
八
九
豊
頁
、
増
田
知
子
執
筆
分
参

　
照
。

④
　
『
大
販
朝
日
糞
垂
』
｝
八
九
八
年
八
月
一
臼
付
。

⑤
同
論
　
八
九
八
年
九
月
二
三
日
骨
。

⑥
　
『
東
京
新
聞
』
は
前
掲
『
目
刊
人
民
』
の
前
身
。
国
立
国
会
図
書
館
新
聞
資
料

　
箋
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
利
田
比
し
た
。

⑦
『
大
阪
朝
日
新
聞
紬
一
八
九
八
年
一
〇
月
＝
二
沼
付
。

⑧
前
掲
『
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』
3
〔
明
治
後
期
編
〕
三
三
二
～

　
三
三
三
頁
。



日清戦後の地方制度改革（飯塚）

⑨
第
二
次
松
方
内
閣
・
第
二
次
山
県
内
閣
の
内
務
次
官
。
第
一
次
大
隈
内
閣
時
は

　
貴
族
院
議
員
。

⑩
山
県
有
朋
の
女
婿
。
千
葉
県
令
・
石
川
県
知
事
・
宮
城
県
知
事
を
歴
任
。
第
一

　
次
大
隈
内
閣
時
は
貴
族
院
議
員
。

⑪
　
埼
玉
累
知
事
・
静
岡
県
知
華
・
東
京
府
知
事
を
歴
任
。
第
　
次
大
隈
内
閣
暗
は

　
費
族
院
議
員
。

⑫
松
平
正
直
・
船
越
衛
の
郡
舗
廃
止
論
に
つ
い
て
は
三
谷
太
一
郎
前
掲
書
一
〇
五

　
～
一
〇
七
頁
、
千
家
尊
福
に
つ
い
て
は
同
書
一
〇
八
頁
参
照
。
原
敬
内
務
大
臣
が

　
提
出
し
た
郡
制
廃
止
法
律
案
に
対
し
、
山
県
系
官
僚
で
あ
る
松
平
・
船
越
が
賛
成

　
の
立
読
を
鮮
明
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
反
対
派
の
取
り
纏
め
に
奔
走
し
て
い
た

　
清
浦
奮
吾
は
、
「
松
平
正
直
、
船
越
の
態
度
甚
遺
憾
也
」
と
不
快
の
念
を
顕
に
し

　
て
い
る
（
一
九
〇
七
年
三
月
闘
日
付
大
森
鍾
…
宛
清
浦
楚
著
書
簡
、
　
『
国
家
学
会

　
雑
誌
』
第
8
5
巻
第
1
1
・
1
2
号
、
　
一
〇
六
頁
）
。
憲
政
党
内
で
も
波
多
野
伝
三
郎
が

　
廃
郡
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
郡
長
1
1
郡
役
所
機
構
を
含
め
た
い
わ
ば
郡
の

　
全
面
廃
止
論
で
あ
る
（
同
「
廃
郡
意
見
」
『
憲
政
党
党
報
』
第
五
号
、
　
一
八
九
八

　
年
一
〇
月
五
弩
）
。

⑱
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
九
八
年
…
○
月
二
〇
日
付
で

　
報
じ
て
い
る
。

⑭
　
府
県
制
郡
制
華
案
が
明
治
｛
二
年
一
〇
偲
月
元
老
院
に
下
付
さ
れ
た
際
の
「
郡
鰯

　
府
県
制
草
案
理
由
」
（
東
京
市
政
調
査
会
蔵
『
大
森
鍾
一
文
書
換
言
〇
「
郡
制
府

　
県
制
改
正
意
見
」
所
収
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

⑮
　
拙
稿
「
連
含
町
村
会
の
展
閾
…
と
郡
舗
…
の
成
立
」
（
『
日
本
史
研
究
』
王
二
六
、
　
一

　
九
八
九
年
）
。

⑯
　
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
9
、
第
八
上
議
会
下
、
六
四
九
頁
。

⑰
　
『
帝
罵
議
会
貴
族
院
委
員
会
速
記
録
』
明
治
篇
8
、
二
殴
九
・
二
五
〇
頁
。

⑱
山
中
永
之
佑
「
郡
制
廃
止
に
関
す
る
一
立
法
資
料
」
（
藤
井
松
丁
岩
井
忠
熊

　
・
後
藤
靖
編
『
B
本
近
代
國
家
と
民
衆
運
動
』
有
斐
閣
、
一
九
八
○
年
所
収
、
の

　
ち
に
一
部
改
訂
し
て
山
中
永
之
佑
『
近
代
窺
本
の
地
方
制
度
と
名
望
家
』
弘
文
堂
、

　
一
九
九
〇
年
に
再
録
）
で
紹
介
さ
れ
た
、
第
四
四
議
会
に
郡
制
廃
止
法
律
案
が
提

　
出
さ
れ
た
際
に
床
次
内
絹
の
説
明
に
堀
い
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
郡

　
鰯
二
関
ス
ル
ム
夢
考
書
』
に
よ
る
と
、
明
治
四
〇
年
の
水
利
組
合
を
除
く
町
村
組
舎

　
数
は
三
〇
五
九
、
大
正
｝
○
年
の
場
合
は
、
普
通
水
利
組
A
旦
一
三
五
九
、
水
害
予

　
防
組
合
七
一
四
、
町
村
組
合
一
八
七
九
、
計
四
九
五
二
と
な
っ
て
い
る
。

⑲
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
八
九
九
年
一
摺
九
日
付
。

⑳
　
同
右
一
八
九
九
年
一
月
二
六
日
付
。
出
時
の
内
務
次
官
松
平
正
直
の
名
前
が
な

　
い
点
に
注
意
。

⑳
　
『
日
刊
人
民
』
…
八
九
九
年
　
月
二
四
B
付
。

⑳
　
同
右
一
八
九
九
年
一
月
二
五
臼
～
二
七
日
付
、
　
『
穴
阪
心
匠
新
聞
』
一
八
九
九

　
年
一
月
二
七
日
付
。
第
二
次
山
県
内
閣
は
、
成
立
直
後
の
一
八
九
八
年
＝
月
の

　
晦
点
で
赴
く
も
腸
石
廃
止
案
を
議
会
に
提
繊
し
な
い
方
針
を
確
認
し
て
い
る
（
口
、
東

　
京
日
日
新
聞
』
一
八
九
八
年
一
一
月
｝
八
日
付
）
。

本
稿
で
は
第
一
に
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
地
方
長
官
会
議
に
向
け
て
早
く
も
府
県
制
郡
制
の
改
正
点
の
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
第

二
次
伊
藤
内
閣
末
期
に
内
務
大
臣
と
し
て
入
閣
し
た
板
垣
退
助
の
下
で
も
引
き
続
き
調
査
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
に
、
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B
清
戦
後
府
県
制
郡
制
改
正
政
党
案
と
政
府
の
府
県
綱
解
釈
が
そ
の
内
容
の
点
で
差
異
を
大
き
く
縮
め
た
こ
と
を
背
景
に
、
第
二
次
松
方
内
閣

に
お
い
て
最
初
の
府
県
制
改
正
「
内
務
省
案
」
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。
そ
の
改
正
動
機
と
し
て
は
、
政
府
と
政
党
勢
力
と
の
間
で

争
点
と
な
っ
て
い
た
複
選
法
・
大
地
主
特
権
欄
の
廃
止
の
他
に
、
日
清
戦
後
の
府
県
及
び
市
町
村
に
お
け
る
公
営
事
業
の
展
開
に
見
合
っ
た
財

務
規
定
の
拡
充
や
、
府
県
知
事
の
権
限
拡
大
に
よ
る
行
政
の
円
滑
化
の
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
政
党
側
も
府
県
知
事
さ
ら
に
は

市
町
村
長
の
権
限
強
化
を
主
張
し
て
お
り
、
自
由
民
権
期
の
府
県
会
の
権
限
拡
張
論
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
第
二
次
松
方
内
閣
「
内
務
省
案
」
は
、
初
の
政
党
内
閣
で
あ
る
第
一
次
大
隈
内
閣
の
内
務
省
案
を
経
て
第
二
次
山
県
内
閣
案
へ
と

多
く
の
修
正
を
受
け
な
が
ら
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
、
及
び
憲
政
党
と
の
交
渉
・
妥
協
を
通
じ
て
第
二
次
山
県
内
閣
案
が
成
立
し
た
こ
と

か
ら
、
府
県
制
郡
調
改
正
過
程
で
の
政
党
勢
力
、
特
に
自
由
党
系
の
影
響
の
大
き
さ
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
限
り
で
は
一
八
九
九
（
明
治
一
一
三
）

年
の
改
正
府
県
難
業
制
は
、
第
二
次
山
県
内
閣
が
憲
政
党
と
の
提
携
の
一
条
件
と
し
て
実
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で

の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
改
正
は
単
な
る
一
内
閣
限
り
の
妥
協
策
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
内
務
官
僚
・
政
党
双
方
が
日
清
戦
後
の

行
政
内
容
の
質
的
変
化
へ
の
対
応
に
つ
い
て
模
索
を
重
ね
た
到
達
点
と
結
論
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
第
二
次
松
方
内
閣
か
ら
第

一
次
大
隈
内
閣
に
か
け
て
、
内
務
官
僚
と
憲
政
党
双
方
か
ら
郡
制
廃
止
と
町
村
組
合
規
定
の
拡
充
を
セ
ッ
ト
に
し
た
構
想
が
具
体
的
な
政
策
課

題
と
し
て
浮
上
し
た
が
、
第
二
次
山
県
内
閣
に
よ
っ
て
立
ち
消
え
と
な
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
日
露
戦
後
の
原
敬
内
務
大
臣
に
よ
る
地
方
急

度
改
革
構
想
の
原
型
は
、
す
で
に
日
清
戦
後
に
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
の
検
討
に
よ
っ
て
内
務
省
に
お
け
る
日
清
戦
後
の
地
方
制
度
改
革
構
想
総
体
を
明
ら
か
に
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
第
一
に
、
第
二
次
伊
藤
内
閣
末
期
、
府
県
制
郡
制
の
改
正
点
の
調
査
と
共
に
市
制
町
村
制
の
改
正
作
業
が
始
ま
り
、
第
二
次
松
方
内
閣

で
は
市
制
町
村
制
改
正
「
内
務
省
案
」
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
内
務
省
は
地
方
制
度
の
全
面
改
正
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
経
過
と
内
容
の
検
討
に
よ
っ
て
日
清
戦
後
の
地
方
制
度
改
革
の
動
機
は
一
層
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
理
由
は
、
改
正
府
県
制
郡

制
の
成
立
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
頓
挫
し
た
郡
織
廃
止
構
想
が
、
行
政
改
革
を
迫
ら
れ
た
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
に
お
い
て
息
を
吹
き
返
し
た
こ
と
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①

に
よ
る
。
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
、
児
玉
源
太
郎
内
相
の
下
で
作
成
さ
れ
た
「
府
県
廃
置
法
律
案
」
が
閣
議
の
了
解
を
得
て
帝
国
議
会
へ
上

程
さ
れ
よ
う
と
す
る
中
で
、
郡
制
廃
止
が
政
治
日
程
に
上
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
日
露
戦
後
の
地
方
制
度
改
革
に
直
結
す
る
重

要
な
懸
で
は
あ
る
が
・
こ
れ
ら
の
点
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
幅
・

　
①
　
国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
雑
纂
』
明
治
三
六
年
巻
＝
二
内
務
省
三
所
収
。
　
　
　
　
　
　
　
度
改
革
構
想
－
市
制
町
村
擬
改
正
案
の
形
成
過
程
を
中
心
に
一
」
　
（
山
本
四

　
②
市
制
町
村
制
改
正
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
清
・
日
露
白
扇
期
の
地
方
制
　
　

郎
編
『
日
本
近
代
国
家
の
形
成
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
近
刊
予
定
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舞
鶴
工
樂
高
等
専
門
学
校
講
師
　
舞
鶴
市
余

日清戦後の地方制度改革（飯塚）
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The　reform　of　local　government　in　the”aftermath’of　the

　　Sino－Japanese　War　：　the　relation　of　party　politicians

　　　and　bureaucrats　to　prefectural　and　county　reform．

by

Iizui〈A　Kazuyuki

　　Prior　to　the　Sino－Japanese　War　a　political　dispute　erupted　between　the

つpposition　parties（Mi7ztO民党），　who　favored　reforming　the　system　of

王ocal　gonernment，　and　the　Meiji　oligarchs．工n　the　aftermath　of　the　war，

however，　during　the　second　Matsul〈ata　cabinet，　with　a　shift　in　the　para－

meters　of　political　debate　and　a　general　recognition　that　an　expansion

in　the　powers　of’the　prefectural　governor　was　necessary，　the　1｛ome

Ministry（naimassho内務省）drafted　a　series　6f　proposals　for　r6forming

regienal　and　municipal　government．　This　reform　proposal　was　aihended

by　the　first　party　cabinet　of　Okuma　Shigenobu．　Later，　during　the　second

Yamagata．Aritbmo　cabinet，　negotiations　with　the　Kensei　party　led　to　a

compromise　bill’　whieh　was　enacted．　The　standard・interpretation　that

this　compromise　represents　aR　attempt　by　the　bureaucrats　to　preserve　a

power　base　in　the　face　of　an　expansion　of　party　powers　is　misleading．

Instead，　the　significant　point　of　this　act　is　that　illustrates　the　strength

ef　political　parties　in　influencing　the　reforming　bill．

　　The　proposal　to　abolish　countieS　（gun　Zts）　failed　with　the　collapse　of

the　first　Okuma　cabinet，　and　was　ultiMately　passed　in　conjunction　with

the　act　to　reforrn　prefectural’ №盾魔?ｒｎｍｅｎｔｓ．

　　Nevertheless，　this　act　is　significant　because　it　formed　the　basis　of　the

plan　promulgated　by　the　Secretary　of　the　lnterior，　Hara　．Takashis　to

reform　the　systern　of　local　government　in　the　aftermath　of　the　RUssg7

Japanese　War．
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